




略語一覧表

ＡＤＢ ：Asian Develop Bank

ＣＡＲ ：Central Asian Region

ＣＥＣ ：Commission of the European Committee

ＣＩＳ ：Commonwealth of Independent States

ＤｆＩＤ ：Department for International Development, UK

ＥＢＲＤ ：European Bank for Reconstruction and Development

ＥＰＩＣ ：Environmental Policies and Institution for Central Asia

ＥＵ ：European Union

Ｆ／Ｓ ：Feasibility Study

ＧＤＰ ：Gross Domestic Product

ＧＥＦ ：Global Environmental Facility

ＧＩＳ ：Geographical Information System

ＧＴＺ ：Deutsche Gessellschaft fur Technischz Zusammenarbeit GmbH

ＩＢＲＤ ：International Bank for Reconstruction and Development

ＩＳＡＲ ：Initiative for Social Action and Renewal

ＩｓＤＢ ：Islamic Development Bank

ＪＩＣＡ ：Japan International Cooperation Agency

ＭＣＭ ：Million Cubic Meters

Ｍ／Ｐ ：Master Plan

ＮＧＯ ：Non- Governmental Organization

ＮＳＡＰＢＤ ：National Strategy and Action Plan on Conservation and Sustainable Use of

Biological Diversity

ＯＤＡ ：Official Development Assistance

ＳＤ ：Sustainable Development

ＳＧＰ ：Small Grants Programme

Ｔ／Ａ ：Technical Assistance

ＴＡＣＩＳ ：Technical Assistance to Commonwealth of Independent States

ＵＫ ：United Kingdom

ＵＮ ：United Nations

ＵＮＤＰ ：United Nations Development Program

ＵＮＥＰ ：United Nations Environmental Program



ＵＮＩＣＥＦ ：United Nations Children’s Fund

ＵＮＴＡ ：United Nations Regular Program for Technical Assistance

ＵＳＡＩＤ ：United States Agency for the International Development

ＲＫ ：Republic of Kazakhstan

ＲＫ　ＮＥＡＰ／ＳＤ：National Environmental Action Plan for Sustainable Development of the

Republic of Kazakhstan

ＷＢ ：World Bank

ＷＨＯ ：World Health Organization



目　　　次（内部検討資料）

位　置　図

略語一覧表

第１章　調査の概要 .............................................................................................................................. １

　１－１　調査の目的 .......................................................................................................................... １

　１－２　調査の背景・経緯 .............................................................................................................. １

　１－３　団員構成 .............................................................................................................................. ２

　１－４　調査の基本方針 .................................................................................................................. ２

　１－５　調査日程 .............................................................................................................................. ３

第２章　対象セクター現状と課題 ...................................................................................................... ５

　２－１　環境セクターの概要 .......................................................................................................... ５

　　２－１－１　開発計画 .................................................................................................................. ５

　　２－１－２　関係組織体制 .......................................................................................................... ６

　　２－１－３　現状と問題点 .......................................................................................................... ７

　２－２　水資源管理 .......................................................................................................................... 11

　　２－２－１　開発計画 .................................................................................................................. 11

　　２－２－２　関係組織体制 .......................................................................................................... 12

　　２－２－３　現状と問題点 .......................................................................................................... 12

　２－３　水質管理 .............................................................................................................................. 19

　　２－３－１　開発計画 .................................................................................................................. 19

　　２－３－２　関係組織体制 .......................................................................................................... 20

　　２－３－３　現状と問題点 .......................................................................................................... 21

　２－４　生物多様性保全 .................................................................................................................. 23

　　２－４－１　開発計画 .................................................................................................................. 23

　　２－４－２　関係組織体制 .......................................................................................................... 24

　　２－４－３　現状と問題点 .......................................................................................................... 26

第３章　他ドナーの援助動向 .............................................................................................................. 28

　３－１　水資源管理・水質管理 ...................................................................................................... 28

　３－２　生物多様性保全 .................................................................................................................. 31



第４章　協力の方向性 .......................................................................................................................... 34

　４－１　調査団長所感 ...................................................................................................................... 34

　４－２　協力の方向性、具体的候補案件 ...................................................................................... 35

　　４－２－１　我が国による協力の方向性.................................................................................. 35

　　４－２－２　具体的候補案件 ...................................................................................................... 36

　４－３　協力にあたっての留意事項 .............................................................................................. 38

第５章　具体的候補案件の詳細 .......................................................................................................... 39

　５－１　無償資金協力「共和国中・北西部農村地域水供給整備計画」.................................... 39

　５－２　開発調査「カザフスタン北部地域水質管理及び水供給システム復旧調査」............ 45

　５－３　開発調査「パブロダール地下水の水銀汚染に係る悪影響低減のための

　　　　　　　　　　手法及び評価法調査」.................................................................................... 46

　５－４　開発調査「コクサライ貯水池等建設プロジェクトに係る

　　　　　　　　　　技術的・経済的基礎調査」............................................................................ 49

　５－５　開発調査「グジルオルダ市上下水道インフラ整備計画」............................................ 52

　５－６　開発調査「東カザフスタン州鉱山・非金属汚染地域環境管理計画」........................ 55

　５－７　無償資金協力「グジルオルダ州農村部水供給整備計画」............................................ 58

　５－８　草の根無償資金協力「アラル海沿岸アラリスク地区

　　　　　　　　　　　　　　　小村水供給整備支援計画」........................................................ 60

　５－９　水質管理分野における協力案.......................................................................................... 66

　５－10　生物多様性保全分野における協力案.............................................................................. 67

付属資料

　１．訪問先・面会者一覧 .................................................................................................................. 73

　２．収集資料リスト .......................................................................................................................... 75

　３．報告電案 ...................................................................................................................................... 78



－ 1－

第１章　調査の概要

１－１　調査の目的

　カザフスタン共和国における環境分野について、当該分野の現状、問題点、先方関係機関の取

り組み等の詳細及び既要請案件の背景等を調査・確認するとともに、他ドナーの援助動向を踏ま

え、当該分野における我が国の今後の援助の方向性、具体的協力案件実施の可能性を検討する。

１－２　調査の背景・経緯

　旧ソ連邦時代のカザフスタンは中央計画経済による生産目標達成第一主義による開発が進めら

れ、環境には十分な配慮がなされなかった。その結果、アラル海の縮小や農地の塩害化、砂漠化、

工業地帯での水銀、大気、水質及び土壌汚染、さらにセミパラチンスク核実験場での放射能汚染

などの問題が発生していると認識されている。しかし独立後の行政、研究機関の弱体化により、

データが不足しており定量的な現状把握はなされていない。

　カザフスタン政府は「カザフスタン共和国国家開発戦略2030年」のなかで、環境分野において

は、①環境の保全、②効率的な天然資源の開発、③野生動植物の保護、④環境教育を重点課題と

して取り上げており、各ドナーの支援をあおいでいる。しかし、環境分野の問題の大きさに比較

し、ドナーによる援助実施状況の低さが国連開発計画（ＵＮＤＰ）のレポートにも指摘されてい

る現状にある。

　我が国は、1998年 11月に実施した政策協議にて、対カザフスタン協力の重点分野のひとつを

環境分野とすることで先方政府と合意しており、現在ＪＩＣＡで実施中の「中央アジア援助研究

会」においても環境分野に対する援助の必要性が再確認されている。

　平成12年度要望調査において環境分野（特に水資源関連）案件が多数要請されているが、カザ

フスタンの国家開発戦略の実現を支援するうえでも、プロジェクト形成調査を通じてこれらの案

件の整理を行うこととした。
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１－３　団員構成

団長／総括 渡辺　雅人 国際協力事業団　アジア第二部　東アジア・中央アジア課

　　　　　　　　　　　　　　課長代理

地 方 給 水 吉田　徹 外務省無償資金協力課

生物多様性 林　泰史 国際協力事業団　ウズベキスタン事務所広域企画調査員

調 査 企 画 田村　えり子 国際協力事業団　アジア第二部　東アジア・中央アジア課

水資源開発 有澤　俊明 北海道開発コンサルタント（株）

水 質 管 理 鈴木　赳暢 北海道開発コンサルタント（株）

通　　　訳 堀内　敏夫 （財）日本国際協力センター

１－４　調査の基本方針

（1）調査基本方針

　対カザフスタン援助規模、実施体制等を勘案し、国家開発戦略との整合性、緊急度等により

下記の分野に絞り調査を行う。

1） 水供給関連既要請案件の背景調査：

水資源に係る要請案件（無償資金協力１件、開発調査３件）について、その背景情報、

現状、要請の詳細を調査する。

2） 水資源管理（特に水質モニタリング）、生物多様性：

環境戦略の実施計画の基となる環境データ収集、環境モニタリング支援及び環境戦略の

重点分野のひとつである生物多様性保全について、他ドナーの動向、カザフスタン側の

実施体制を把握したうえで、協力計画案を検討し、優良な案件については早期実現に向

けて先方関係機関に要請書の提出を促す。

（2）調査項目

1） 水供給関連既要請案件の背景情報の収集

2） 水資源管理、生物多様性に係る既存の情報の分析、環境政策長期専門家からの情報収集

3） 当該分野の現状、問題点、協力ニーズの確認

4） 国際機関・他ドナー、ＮＧＯによる当該分野の協力動向、今後の方針の確認

5） 当該分野に対する我が国の協力の方向性の検討

6） 当該分野に係る案件の形成
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（3）実施上の留意点

1） カザフスタンにおける大規模水源の多くは国際河川であるため、近隣国との協力関係に

も留意する。

2） 協力案件の形成にあたっては、日本国内のリソース、カザフスタン側の維持・管理能力、

財政基盤、持続性等について配慮する。モニタリングの精度と収集データ量の向上について

は環境政策への反映の可能性に配慮しつつ協力を検討する。

（4）想定される案件

1） 水供給に係る無償資金協力、開発調査

2） 水資源管理、生物多様性に係る技術協力（短期専門家の連続派遣、研修員の受入れ等）、

草の根無償

１－５　調査日程

　現地調査の日程等を表１－１に示す。





－ 5－

第２章　対象セクター現状と課題

２－１　環境セクターの概要

２－１－１　開発計画

（1）国家開発計画における環境保全の位置づけ

　カザフスタン共和国国家開発戦略 2030 年のなかで、環境と自然資源セッションの環境保

全目標が以下のとおり定められている。

表２－１　2030 年までの環境保全実施目標

内　　容

- 国民の健康と生活に適した環境確保のための環境改善
- 汚染環境の回復
- 資源利用者、公的基金及び国際援助による環境保全全体計画実施の
　ための持続可能な経済支援システムの確立

- 環境モニタリング及び資源利用者に対する監督
- 効率的な資源開発、資源の再生及び保全
- 省資源技術の導入

- モニタリング、効率的な資源開発、資源の再生及び保全
- 自然保護地域ネットワークの確立

- 環境保全及び資源保護に関する教育の実施
- 環境問題に対する啓蒙

目　標

環境の保全

効率的な天然資源の開発

野生動植物の保護

環境教育

出典：The Environment and Natural Resources, Strategic Plan Up To 2030, Ministry of Natural Re-
sources and Environment Protection

（2）環境開発計画

　環境開発の基本となる計画は、「国家環境行動計画（ＲＫ　ＮＥＡＰ／ＳＤ：National

Environmental Action Plan for Sustainable Development of the Republic of Kazakhstan）」であ

る。カザフスタンは旧ソ連邦時代の環境を軽視した開発に対する反省を踏まえ、1995年に中

央政府、地方政府、環境保護団体の代表で構成する環境推進委員会を設置し、

ＲＫ　ＮＥＡＰ／ＳＤの立案作業を開始、1997年２月の国会決議で承認された。国家環境行

動計画において、水資源保全、油・ガス汚染対策、固形廃棄物削減、大気汚染対策、耕地・

牧草地保全、生物多様性保全、環境制度確立に関する 33の優先行動プロジェクトが1998年

に選定されている（現在、プロジェクト見直しにより 21 プロジェクトに改定）。

　政府は、本計画を効率的に推進するため、国連開発計画（ＵＮＤＰ）、世界銀行（ＷＢ）、

欧州連合ＣＩＳ技術援助（ＥＵ－ＴＡＣＩＳ）と業務支援に関する合意を締結し、これら機

関の支援を得て、国家環境行動計画の実施と中央省庁間また地方行政機関や民間機関との実
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施調整を行うため、天然資源・環境保護省の下に国家環境センターを 1997 年３月に設置し

た。

（3）環境関連法令の整備

　1996年に定められた「環境保全基本方針（Environmental　Security　Conception）」におい

て、環境保全に関し国として取り組むべきの重要事項に“環境に関する法律の制定”や “経

済的手段の導入（税、補助金、融資等）”の法制・制度面をあげている。

　これを受けて「環境保護法（The Law“on Protection of Environment”）」が 1997 年に制定

された。同法は環境に関する基本法ともいうべきものであり、中央政府機関、州機関、自治

体、市民の環境に係る機能・権利・義務を規定し、環境にかかわる情報公開や市民参加をう

たっている。また、環境影響評価の実施と審査機関（Ecological Expertise）の設置を規定し

ている。ほかの環境関連の代表的な国内法として、水質汚濁防止法（1993 年制定）、自然環

境保護法（1993年制定）、環境審査法、森林法（1993年制定）、地表水保護法（1996年制定）、

大気保護法（1982年制定）、土地管理法等がある。関連法や運用規定の未整備な事項につい

て、大統領令（Decree）と政府令（Resolution）が補完をしている。

　環境基準は環境保護法第８章において定められている。その項目は、①環境中の有害な物

質の許容濃度、②環境への排出が許容される廃棄物及び汚染物質の量、③騒音・振動・磁場

等の物理量の許容水準、④放射能の許容水準、⑤農林業での農薬の許容量、⑥自然保護区・

健康保護区の基準である。

２－１－２　関係組織体制

　　　　　カザフスタンの中央省庁は 13 省・10 庁からなり、環境に関する政府機関としては、図２－１

に示す天然資源・環境保護省（Ministry of Natural Resources and Environmental Protection）があ

り、国家的環境保全についての基本的・総合的な政策立案を行う。同省には環境保全委員会

（Committee of Environmental Protection）、水資源委員会（Committee of Water Resources）、地質・

資源保全委員会（Committee of Geology）、森林・水産・狩猟委員会（Committee of Forestry, Fishery

and Hunting/Wildlife）が設けられており、国の総合的な環境政策の実施・調整機関として国家環

境センター（National Environmental Center for Sustainable Development）が環境保全委員会の下

に設置されている。

　州・地域レベルとしては、天然資源・環境保護省の委員会・局の下に州機関を設置しており、

業務は州政府の人材・機材を用い州知事の承認の下、遂行されている。地域単位の機構として、

水資源委員会下の８つの河川流域管理機構と21の共和国国営企業体（給水）、環境保全委員会下

の州環境保護部、資源保全国家監察局下の北カスピ海生物資源部やバルハシ地域環境保全部など
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がある。

　環境モニタリングの中心的な役割を有している機関は、環境保全委員会に所属するカズギドロ

メット（KAZHYDROMET）で、気象、水文（水位・流量）、水質、大気質、土壌、放射能濃度の

モニタリングを行っている。地下水の賦損量・水質のモニタリングは地質・資源保全委員会が所

管し、実務は同委員会下の州地質・資源保全部が実施している。工場などの廃水管理・検査は、

環境保全委員会下にある州環境衛生部が行っている。生物多様性に関し、植物相・動物相のモニ

タリングは森林・水産・狩猟委員会が所管し、カザフスタン版レッドデータブックとして登録・

公表されている。

２－１－３　現状と問題点

　旧ソ連時代に社会主義計画経済下で重工業主体の経済構造にあったカザフスタンは、生産目標

達成第一主義の方針をとって環境に対する配慮をおざなりにし、深刻な環境破壊を生んだ。環境

法や環境基準といった規制はほとんどが形骸化し、環境対策技術の開発投資も十分になされな

かった。以下に重要な環境問題について述べる。

（1）生物多様性

　植物相は広大な同国の気候、地形・標高などにより変化し、動物相の多様性また特異性は

植物相と同様の地域変化の傾向をもつ。生物多様性の低下の主要因として、①植物相の種組

成変化・植物種の移動による固有種の生息資源の減少・固有種と交わることによる遺伝子レ

ベルの撹乱、②植物相の変化による動物相の生息地の減少及び地域種の消失、③捕食性動物

の減少と食物連鎖体系の変化またそれによる病虫害の発生等、④農業開発による未耕地・自

然地の減少また農薬による汚染や風食とそれによる土壌動物・鳥類・哺乳類の個体数の減

少、⑤工業化による大気汚染・水質汚染、また砂漠化による生物多様性の退化が挙げられ

る。

（2）砂漠化

　カザフスタンにおいて砂漠化が生じている地域の総面積は１億8,000万haであり、更なる

砂漠化が拡大・深化する傾向にある。砂漠化には、気候などの自然条件に加えて、

4,900 万 ha の放牧地の荒廃原因となっている過放牧や 1,040 万 ha の耕地の１／３に砂漠化

をもたらした農業システム（灌漑土壌の塩類化）などの経済活動とも深く関連している。カ

ザフスタンの砂漠化の主原因として、①植林地の荒廃、②平坦地である耕地・牧草地での風

食、③降水・流出水による侵食と耕地の土壌流出、④土壌の脱腐植化、⑤灌漑土壌の塩類化、

⑥湖の乾燥による土壌の塩類化があげられている。
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（3）大気汚染

　大気汚染源は、冶金工業、石油精製、化学工場、石炭火力発電所、熱供給プラント等であ

り、都市では自動車排気ガスも深刻な汚染源となっている。工場やプラントには大気汚染防

止設備が一般的に設置されているが、脱硫設備の未設置や電気集塵機の低効率、低質な石炭

燃料等の問題がある。また、自動車排気ガスの汚染は、有鉛・粗悪なガソリンやディーゼル

燃料車が主原因である。同国の定める大気汚染指標（ＩＡＰ：Index for Air Pollution）によ

れば、汚染度の深刻な都市地域は、レニノゴルスク、アルマティ、ウスチカメノゴルスク、

ジュルヤノフスク、アクチュビンスク、アクタウ、シムケントの順となっている。

（4）水質汚染

　水質汚濁は、鉱山・金属冶金工業・油田からの廃水、農業地帯での農薬・化学肥料、都市

部での未処理の生活排水が原因であり、年間 70 ～ 90 億ｍ3の工業廃水及び生活排水が河川

や湖沼に放流されている。工業廃水の大部分は東カザフスタン州、パブロダール州、カラガ

ンダ州から排出され表流水のみならず地下水を汚染している。農薬・化学肥料等による汚染

は、南部の灌漑地域であるシルダリア水系及びアラル海の水域で深刻である。また、農業地

域では過剰な灌漑取水による土壌及び水資源の塩害も問題となっている。

（5）土壌汚染

　ウスチカメノゴルスク、レニノゴルスク、パブロダール等の工業都市では、鉛や亜鉛の精

錬過程で発生する精錬灰、スラグ、砒素化合物などから雨水により溶け出る重金属、化学工

場からの無機水銀が主な汚染源である。無機水銀による土壌汚染はパブロダールの他にカラ

ガンダ州のヌラ川沿川においても発生している。

（6）廃棄物

　1996年初めまで200億ｔ以上の産業廃棄物が蓄積された。1995年に発生した7,200万ｔの

産業廃棄物のうち、240 万ｔは再利用、70 万ｔが無公害化され、6,770 万ｔが埋め立て処分

された。カザフスタンの有害産業廃棄物のおおよそ87％の発生・蓄積は、ゼズカズガン州（現

カラガンダ州）29.9％、東カザフスタン州 25.7％、コスタナイ州 17％、パブロダール州

14.6％である。

　都市廃棄物は年々増加傾向にある。97％の都市廃棄物は十分な管理もないまま捨てられ、

地下水や土壌を汚染し、衛生環境面に負荷を与えている。最大の都市アルマティを見ると、

1995年には 190万ｍ3の都市廃棄物が出され、30万ｍ3がゴミ処理施設で処理されただけで

ある。居住区近隣の廃棄物不法投棄は、悪臭やハエ・ネズミの異常発生などの原因となり生
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活環境の悪化をまねいている。

（7）アラル海環境問題

　40年近くにも及ぶ長年のシルダリア川及びアムダリア川からの過剰な灌漑取水により、ア

ラル海はかつての水面積の40％に縮小し、湖水の塩類濃度も上昇し、漁業に依存していた地

域社会・経済また自然環境の破壊をもたらした。周辺の森林は消滅し湖岸の湿地帯の85％が

喪失した砂漠化は、地域産業の疲弊や飲料水・保健衛生の質を悪化させ、アラル周辺の20万

人を含む 30 万人もの住民が土地を離れる事態を生んだ。政府は、アラル救済委員会を設立

しアラル海の保全をめざそうとしたが財政的な問題もあり機能していない状況である。

（8）カスピ海環境問題

　自然保護区（1974年指定）であるカスピ海では、工場廃水や農薬の流入に加えて、沿岸の

テンギス、プロルバにおける油田開発により水質汚染が深刻である。カスピ海北部では石油

精製工場からの油分やフェノール汚濁、カスピ海東部では重金属（銅・亜鉛・バリウム）汚

染が顕著で、魚類の生態への影響が懸念されている。
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２－２　水資源管理

２－２－１　開発計画

（1）農村給水計画

　2005年を計画目標年とする農村部の短期給水整備計画が各州で策定又は作業中にある。以

下に、今次プロジェクト形成調査での給水関連の重点調査地域である「北カザフスタン州」

と「グジルオルダ州」の地方農村給水計画の概要を記す。

　「北カザフスタン州給水計画：2000～2005年」は、1998年より策定作業に着手、天然資源・

環境保護省地質・資源保全委員会、同省水資源委員会、州財務局、共和国国営企業体の共同

作業により策定された。同州農村部の給水システムの基幹を成す群導水システムの多くは

1960年代に建設されたもので６系統からなる。1998年の夏季の総給水量は175,070ｍ3／日

で表流水が 76％、地下水が 24％であった。現在、老朽化が著しく漏水率が 50％にもなる幹

線導水管が供用されているなど維持管理が十分に行えていない状況で、同システムの給水が

停止した村落も多い。このような給水事情を改善する本計画では、総事業費 14.5 億テンゲ

（1,020万ドル）をもって、①群導水管路網の改修、②Sergeevsk貯水池の改修、③Esdauletovsky

地下水貯水池からの導水システムの建設、④ローカル井の建設を行い、州内775地区の給水

整備を進めるとしている。

　「グジルオルダ州給水計画：1991～ 2005年」は、1991年にカザフスタンの研究所が中心と

なり策定した。同州は長年にわたりシルダリア川の表流水を水源としてきたが、同河川の農

薬・肥料による水質悪化と塩類濃度の増加により、地下水を水源とする方向が出された。州

内群導水システムは９つの系からなり、群幹線導水路の総延長1,928km、集落内給水管網の

総延長1,408kmである。集落内給水網の1,121kmは群幹線導水路に連結し、同287kmはロー

カル水源による独立系である。地下水水源の開発可能量に関し1990年に調査が行われ、2005

年時点でのすべての農村給水は地下水で賄えるとされているが、地下水の塩類化問題が指摘

されている。なお、広域・大規模な群導水路システムは経済効率性に劣ることや財源確保の

難しさから、一部計画変更が行われている。

（2）灌漑計画

　農業省は、1991 年に「土地開拓のための総合開発プログラム（ＩＰＬＲ）：1991 ～ 2010

年」を策定した。このプログラムでは、最初の５か年間で16万 haの新規灌漑開発、34万 ha

を対象とする灌漑排水施設の改修及び６万2,000 haのデルタ新規灌漑開発を含む1,300プロ

ジェクトを実施することになっている。しかし、このＩＰＬＲについて、政府及び国家経済

委員会は、“限られた水資源及び財政難のため新規大規模開発をできるだけ減らすこと”と

いうコメントを付している。1994年に世界銀行の指導の下に「今後 10年間における灌漑農
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業投資計画」を策定した。この投資計画では、ＩＰＬＲの 1,300 プロジェクトの見直しが行

われ、経済的、環境的及び政策的見地から 54 プロジェクトが優先計画とされた。本計画の

特徴は、既存灌漑排水施設及び既灌漑地の改修に重点を置いていることである。

２－２－２　関係組織体制

（1）組　織

　水資源管理は天然資源・環境保護省の水資源委員会の所管である。同委員会は水資源開

発・保全の政策計画の立案、水利用の調整、河川の水利施設（ダム・取水等）の管理等を担

い、今年９月より地質・資源保全委員会と連携し地下水開発も所管することとなった。ま

た、水資源委員会は、主要な河川流域の総合水資源管理を行うための組織として８水系に流

域管理機構を設置し、州都を除く地方給水を行うため21の共和国国営企業体を設けている。

水資源委員会の組織を図２－２に示す。

（2）予算・財源

　給水セクターの1998年から 2000年の３年間の予算は、約100万テンゲ（71万ドル：1999

年）から 300 万テンゲ（215 万ドル：1998 年）である。水文や水質などの環境モニタリング

を行っているカズギドロメットの1999年の予算は6,000万テンゲ（約42万ドル）であった。

なお、給水や灌漑などの水資源開発事業費における国際機関やドナー国からの借款に依存し

た資金調達の割合は大きいものがある。

（3）技術力

　水資源委員会の技術的中核をなす“水資源利用・保護局（Department of Regulation of Usage

& Protection of Water Resources）”は 11名の体制である。同委員会は 1999 年 10 月に農業省

から移設し、まもないことから技術者の人員も十分な状況にない。また、同委員会は地下水

の開発・管理についても地質・資源保護委員会と連携し総合的な水資源管理を行うことが本

年より決定しており、地下水分野での人材の育成も必要になると考えられる。

２－２－３　現状と問題点

（1）表流水の開発・利用

　カザフスタンの代表的な河川は、イルティッシュ川、イリ川、イシム川、シルダリア川、

ウラル川などの８水系である。また、規模の大きな閉鎖湖として、カスピ海、アラル海、バ

ルハシ湖、テンギス湖、シャルカー湖がある。国際河川は５河川１水域である。

　カザフスタンの年間降水量は多雨地域でも 450mm 程度と少なく、旧ソ連邦諸国のなかで
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最も水資源の乏しい国のひとつであり、水は希少資源といえる。表流水の水資源量は約1,000

億ｍ 3 であるが、有効な水源量は 560 億ｍ 3 であり、年間の水利用は 200 ～ 300 億ｍ 3 で

60 ～ 70 億ｍ3が不足している。表流水の用途別利用は、灌漑 70％、工業用水 18％、飲料水

６％である。

　これらの河川で最も多くの水資源利用が進められてきたのはシルダリア川で、アムダリア

川（ウズベキスタン）とともにアラル海に流入する主要河川である。旧ソ連邦時代の1960年

に「アラル海プロジェクト」により、砂漠地帯を綿花などの畑作地帯に大改造するため、大

量の灌漑取水（最大時には両河川水量の約90％の取水）が行われた結果、２－１－３に述べ

たアラル海環境問題を生んだ。同じく灌漑取水による水環境への影響が顕在化している水域

に東南部に位置するバルハシ湖がある。同湖は東の塩湖・西の淡水湖と特異な水環境を有し

ているが、大量の灌漑取水によりそれに変化が生じ、魚道のない水力発電ダムとあいまって

チョウザメなど住民の生活の糧である漁業資源の保全を難しくしている。

　東部の大河イルティッシュ流域は、鉱工業地域でウスチカメノゴルスク市、パブロダール

市等の都市用水の取水源となっているが、鉱工業の排水による水質汚染問題を抱えている。

中央部を北方に流れるイシム川の上流には首都アスタナ市の主要水源ヴチェフラスキー・貯

水池があり、近年の少雨つづきにより貯水量不足が深刻となりつつある。

（2）地下水の開発・利用

　カザフスタンの地下水の70％は、南部と西部に分布しており、年間15億ｍ3（1996年）の

地下水が利用されている。地下水利用は、生活用水 66％、工業用水 23％、牧草地・家畜用

水７％、灌漑用水４％である。降水量が少なく、かつ広大な面積と人口密度の低さから井戸

利用は多く、地下水は生活用水量の約40％を占めている。地下水利用量が年間１億ｍ3以上

である州は、アルマティ、東カザフスタン、ジャンプル、カラガンダ、南カザフスタンであ

る。

　近年、南西部では水質問題や浅層地下水の枯渇から深さ300ｍ以上の生活用水や工業用水

の井戸も建設されている。この地域のグジルオルダ州では、白亜系の砂岩及び泥岩の互層か

ら構成され被圧地下水を伴っている帯水層（Ⅱ）が、地表面下 50 ｍから 150 ｍに分布して

おり、深度 100 ｍから 400 ｍに及ぶ多くの深井戸が掘削されている。既存井戸の約 70％が

2,000mg/l以上の塩類濃度を示している。また、中北部のアクモラ州や北カザフスタン州で

は、50ｍ程度の深さの井戸は塩類濃度が高く水質の問題が指摘され、100ｍ程度の深井戸が

必要となっている。
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（3）地方給水

1） 給水システム

　給水水源は、大きな河川沿いの都市では表流水利用が多く、安定した河川水量がない

地域や人口の少ない集落が点在する農村部では地下水が主要水源となっている。

　同国の給水システムの特徴として広域型の群導水システム“Group Water Pipe Line

System”があげられる。このシステムの維持管理及び拡張には、旧ソ連時代の1960年代

に建設され30年以上も経過した給水施設の老朽化、古い管路の漏水と水質悪化、スペア

パーツの製造中止、送水ポンプ用電力確保の不安定さ、工業用水の需要落ち込みなどに

よる水道収入減と維持コストとの不均衡、更には新設・延長に要する大きな初期投資な

どの問題がある。水供給システムの整備にあたっては、従来のような広域・大規模な送

水能力をもつシステムは維持管理や運営コスト面から経済効率性が低いとして、中小規

模給水システムを基本として進める方向がとられ始めた。

2） 給水形態と給水量

　給水形態は、都市部や地方都市の集合住宅地域においては各戸給水、地方は管路網や

給水井の共同水栓方式である。地方の共同水栓の設置間隔は250ｍを基本とし、村落の

井戸給水所は500ｍ間隔を基準としているが１ kmにもなる集落もある。このようなシ

ステムによる給水を受けられない村落も多く、村民はトラック等の給水車（場所により

月に２回程度の給水）に依存したり、数メートルの浅い自家井戸や河川水・灌漑用水の

不衛生な飲用を強いられている。

　各州の都市と農村部の平均１人当たりの日給水量は、都市で25 l（北カザフスタン州）

から 450 l（ジェズカズガン州）であり、農村部は 15 l（西カザフスタン州）から 308 l

である。このように地域により給水水準に大きな差が見られる。また、群導水システム

でカバーされていない地方都市及び農村部では、１世帯当たりの日給水量が 100 lにも

なっておらず、かつ不衛生な飲料水を飲まなければならず、地域の人口流出の大きな要

因とさえなっている。農村部は計画給水量 150 l／人・日と大幅に乖離した給水実態に

ある。

3） 飲料水の水質と衛生保健問題

　飲料水水質衛生基準を満たしていない事業体は、1990 年で９％であったが独立後に

14.7％、1996年で22.3％と増加している。コクシュタウ、コスタナイ、アルマティ、ジャ

ンプル、東カザフスタン、トルガイ、西カザフスタンの州では基準を満たさない割合は

18～40％である。このような水質衛生問題に対し、1996年から「“きれいな水”共和国

プログラム」を推進中にあり、病院、学校、食品企業などへの浄水器普及計画、国民へ

の浄水器利用の啓蒙を行っている。
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　水を通じて感染する伝染病が、1988年から1997年の10か年で46件が発生している。

その地域は、アルマティ、アティラウ、東カザフスタン、ジャンプル、西カザフスタン、

カラガンダ、グジルオルダ、北カザフスタン、南カザフスタンの９州である。全体の

67％が、北カザフスタン、西カザフスタン、南カザフスタンの３州で起きている。また、

伝染病の発生原因は、上水設備の不適切な維持管理に起因する消毒不足が全体の48％を

占め、上下水道網・給水栓・マンホールなどの不十分な衛生管理が24％、表流水や貯水

池の直接飲用によるものが 20％であった。

4） 運営・維持管理

　給水システムの運営・維持管理は、州都や大都市ではVodokanal、地方は共和国国営

企業体が行い、アクモラ州などの一部の州では給水サービスの民営化が進められている。

国営企業体や民間企業の経営基盤の差による利用者へのサービスの格差・低下が懸念さ

れる。

　水道料金は給水地域により差異があり、多くは１ｍ3当たり0.5～ 0.7ドルである。低

所得者の平均的な月収が2,100テンゲ（約15ドル）程度であり、水道料金の負担は彼ら

にとって小さくはない。なお、アクモラ州の村落では、公務員・教員・医者・年金生活

者には無料給水、また福祉を必要とする村民への給水補助などの制度がとられている。

水道料金の徴収は、従量制（水道メータ設置）と定額制によっており、農村部の給水所

では村民が前もって購入した給水券をもって給水を受けるシステムである。

（4）灌漑

　灌漑用水は、表流水利用の 70％、地下水利用の４％を占めている。1990 年の統計によれ

ば、灌漑施設を有する農地面積は 240 万 ha で、このうち表流水による灌漑は 95％で、その

他は地下水（９万 ha）と下水（２万 ha）等となっている。

　灌漑農地の70％は南部の５州に集中しており、国内の米生産の７割を産出する穀倉地帯で

あるシルダリア川流域が中心地域である。この川はキルギス国内に源を発し、ナリン川と称

して流下し、ウズベキスタンとカザフスタンの国境を過ぎ、カザフスタンの上流端に位置す

るチャルダラ貯水池に流入する国際河川である。貯水池は灌漑のほか水力発電、洪水防御の

機能を果たし、貯水池内の余剰水はウズベキスタン国内のアルサナイ窪地に流れ込むように

なっている。チャルダラ貯水池から小アラル海に至る1,650km間には南カザフスタン州とグ

ジルオルダ州の灌漑農業の取水施設があり、またグジルオルダ州都の都市用水の取水水源と

もなっている。

　近年、同国の最重要農業地帯での灌漑農業発展また農民の灌漑水不足による大幅な綿花収

量収入減などの解決に新たな貯水池建設が欠かせないとの考えから、コクサライ・ダム建設
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に大きなプライオリティーをおいている。しかしながら、これまでのシルダリア川流域での

大規模灌漑農業に起因したアラル海の縮小・生態環境悪化や近傍の社会経済への深刻な影

響、生活用水である河川水の減少や水質悪化の事態にかんがみ、貴重な水資源を経済開発に

特化する利用計画には大きな問題がある。灌漑農業の開発には、有効な水資源の利用につな

がる灌漑・排水施設の改修・整備や適正灌漑水管理、節水型農業開発に重点をおき、水収支

バランスの保持・回復と水環境保全に十分配慮した開発が重要と考えられる。

（5）国際河川の水資源管理・水利用調整

1） 国際河川の水資源管理の概要

　カザフスタンには国際河川が５河川・１水域あり、これらの水資源管理・利用につい

て関係国間で協議また取極めを行っている。国際河川は、イルティッシュ川（ロシア、

中国）、イリ川（中国）、シルダリア川（ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン）、イ

シム川（ロシア）、ウラル川（ロシア）、カスピ海（ロシア、イラン、トルクメニスタン、

アゼルバイジャン）である。

2） イルティッシュ川の国際水資源管理

　同国東部の大河イルティッシュ川は、水源を中国に発し、カザフスタンを流下しロシ

アのオビ川に至る。カザフスタンは、ロシア、中国との水資源管理に関する協議を毎年

行っており（例：今年のロシア協議は副大統領レベル）、３か国の合同ＷＧ会議も設置さ

れている。「Work program of the Joint experts group on transboundary rivers between the

Republic of Kazakhstan and the People’s Republic of China for 2000-2001」によれば、水

文・水理学的なワークプログラムが予定されている。カザフスタン側のＷＧは、水資源

委員会、カズギドロメット、地質・資源委員会から参加している。

　イルティッシュ川では、最近の中国での西部地域開発の水資源開発が進められるとカ

ザフスタンへの流入量が大幅に減少するとの懸念がカザフスタンの水資源管理実務者か

ら聞かれるなど国際水資源管理の難しさがうかがえる。一方、イルティッシュ川の下流

にあるロシアとの間では、同河川の水質汚染が問題となりつつあり、カザフスタンとロ

シアの共同水資源管理に対し、フランス政府は「Study  on  T ransbounda ry  Wa te r

Resources Management in the Irtysh River Basin」の協力を行うこととしている。

3） シルダリア川の国際水資源管理

　南西部の大河シルダリア川の国際水管理の契機のひとつにアラル海の環境保全があり、

国連環境計画（ＵＮＥＰ）の支援により、19 8 9 年からの環境保全に係る陸水管理

（ＥＭＩＮＷＡ）計画が進められたが、十分な成果を得ることなく1993年半ばに現状分

析だけを作成して終了した。これに代わり、世界銀行は1993年４月にアラル海救済に関
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する支援国会議を開催し、同年３月に流域５か国の首脳が地域レベルでの組織（アラル

海流域協議会）を支援するように支援国に訴え、アラル海プログラム・フェーズⅠを提

示した。1994 年１月の関係５か国首脳会談で同プログラムは承認され運営するに至っ

た。その後、国連開発計画（ＵＮＤＰ）は、アラル海環境問題を関係国が協力して解決

することを指揮し、1995年に４か国大統領による“ヌスク宣言”に至った。これを受け

てＵＮＤＰは「Urgent Human Needs」プロジェクトを展開している。このようにシルダ

リア川水系の国際水管理を進めるにあたっての国際機関等の役割は大きい。

　シルダリア川の水利用に関する関係国会議（カザフスタン、ウズベキスタン、キルギ

ス、タジキスタン４か国）は1992年２月に第１回が開催され、以来、４か国農業大臣が

年３回、シルダリア川やアムダリア川を含む中央アジア国際河川水資源管理を適切に行

う協議（Inter-governmental Water Resources Committee）を行っている。また、同４か

国の首相レベルが中央アジア経済共同体（Central Asian Economic Community）の会議

の場で水利用・電力に関する協力体制などの協議・合意を行っている。関係５か国の水

資源共同利用のコンセンサスづくりには米国国際開発庁（ＵＳＡＩＤ）が積極的な働き

かけを行っており、なかでも「Environmental Policies and Institution for Central Asia

(EPIC) Program」の実践的な役割は大きく、流域水管理、灌漑管理でのサポートとなっ

ている。しかしながら、水資源の国際共同管理は、キルギスの冬季の水力発電放水によ

るウズベキスタンでの農地等の浸水、ウズベキスタンからキルギスへの冬季のガス供給

の停止などに見られるように難しい問題が見られる。
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２－３　水質管理

２－３－１　開発計画

　国家環境行動計画における水質保全・管理に関する優先プロジェクトとして、「ヌラ川流域及

びイルティッシュ川流域の表流水・地下水の水銀汚染対策」、「イルティッシュ川流域水保全計

画」、「グジルオルダ市及びシムケント市の下水処理整備」、「東カザフスタン州の油性地下水汚染

対策」、「東カザフスタン州北部地区の鉱工業廃水による水源汚染防止」がある。これらに関連し

実施又は計画中にあるプロジェクト概要は以下のとおりである。

（1）ヌラ川の水銀汚染調査と対策

　カラガンダ州テミルタウ市のカーバイト工場（1940年代操業）におけるメチルアルデヒド

生産工程（現在は生産中止）からの廃液に含まれる無機水銀がヌラ川に長期にわたり流入し

ヌラ流域を汚染した。水銀汚染調査は、欧州連合（ＥＵ）やイギリスの支援で行われ、

1997 年から 1998 年にかけて河川 76km 間の表流水と河床・氾濫原土壌、また地下水の水銀

濃度、無機水銀から有機水銀への変化、魚を対象にメチル水銀の分析・調査を行った。水域

や土壌の水銀汚染に対する本格的な対策はとられておらず、ヌラ川のイシム川（新首都アス

タナの水源計画の対象河川）への導水を停止した程度の措置がなされているだけである。

（2）イルティッシュ川流域パブロダール市の水銀汚染調査と対策

　パブロダール市近郊の化学工場（Chimprom社）の苛性ソーダ生産過程から21年間排出さ

れた水銀は重大な環境問題（大気汚染、土壌汚染、水質汚染）を引き起こし、水銀汚染の拡

大が危惧されている。1988年から1995年にかけてEurochim Institute of Kief社による調査・

対策検討、1997～1998年には外国コンサルタント会社によりIntas Project“Pavlodar IN/KZ95-

19”調査が行なわれた。1994年に同生産工程を停止し、1998年にKief 社策定の対策案に基

づき工場の水銀汚染施設の撤去などが国の予算で着手されるに至ったが、すぐに資金不足か

ら中断した。これまで工場サイトで実施した対策は、①水銀汚染プラントの撤去と工場敷地

内埋め立て（完了）、②プラント跡地からの水銀の地下水進入防止壁（計画 660 ｍのうち

130 ｍ建設で中断）、③水銀混入廃水の投棄先湖沼からの地下水進入防止壁（80％完成で中

断）、④地下水モニタリング井戸 52 か所の設置である。

　現在、フランス政府の支援で水銀汚染実態の調査またそれに基づく対策計画の策定、緊急

対策の実施が進められている。その概要は、1999 年に実施した調査「Preliminary project for

assessing the impact of mercury pollution in the Pavlodar region」を経て実施中にある「調査内

容を汚染源周辺の土壌汚染、汚染源下流のイルティッシュ川汚染、湖沼汚染、地下水汚染と

するパイロットスタディ」 及び本年10月に資金協力が決定した「水銀汚染源の化学工場敷地
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内に集積された水銀の除去事業」である。

（3）イルティッシュ川流域の水環境改善計画

　フランスの協力で「Action Programme for Improvement of Water Quality in the Irtysh River

Basin」の調査が1999～2000年に実施された。提案優先プログラムは、①ウスチカメノゴル

スク・パブロダール・セミパラチンスクの市下水処理整備、②パブロダールの工業活動によ

る地下水環境インパクト・アセス、③流域モニタリング・ネットワーク（流量、水質）の整

備、④河川情報システムの整備、⑤水管理組織・制度の強化である。本プログラムに関連し、

国際河川イルティッシュ川のカザフスタン－ロシア共同水資源管理プロジェクト

「Transboundary Water Resources Management in the Irtysh River Basin」への協力が計画され

ている。

（4）ウスチカメノゴルスク市域の地下水汚染対策計画

　世界銀行プログラム「Management system on eco-resources use」のフレームのなかで、ド

イツ政府の協力により「The remediation of underground water contaminated by metallurgical

and industrial waste in the Ust-Kamenogorsk area」調査を 2000 年３月から１年間で実施中に

ある。調査内容は、①地下水調査と鉱工業廃棄物調査の実施、②鉱工業廃棄物の危険度クラ

ス評価、③鉱工業廃棄物の処理に関する技術提案、④汚染地下水の改善方策の提言、⑤地下

水汚染拡大防止策の提言、⑥事業費積算からなる。

２－３－２　関係組織体制

（1）組　織

　水質管理の所管は、天然資源・環境保護省環境保全委員会であり、水質・水文観測は同委

員会管轄下にあるカズギドロメットが実施機関となっている。カズギドロメットはアルマ

ティをセンターとしてほかの 11 州に支所を配している。観測所はかつて全国に約 500 か所

あったが現在では 84 か所に減じ、ほとんどが汚染源を意識した観測点となっており、バッ

クグラウンド濃度を観測しているものは 12 点のみと少ない。

　工場など汚染源の観測・検査を主担当とする州環境部は全州に配している。同組織は予算

上は天然資源・環境保護省の環境保全委員会下にあり、組織的には州政府と独立であるが、

実務的には州政府の人材や機材を使用するため、業務はすべて州知事の合意が必要である。

当局は地下水、飲料水、河川水、大気、鉱さい、放射能などについて調査と評価の責任があ

ると同時に、工場立ち入り検査、工場営業停止処分の権限を有している。また、環境賦課金

額の決定権がある。政策提言は当局が策定し州知事を通じて政府に上申される。それを天然
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資源・環境保護省が審査し有効なものは政策として採用される。

　保健業務庁は、衛生防疫センターをアルマティに置き、全国の州・市・郡など 200 か所に

衛生センターを配置し、飲料水の水質検査や水質と健康被害との関連などの分析も行ってい

る。また、浄水場においても原水・処理水の水質分析・検査を行っている。

（2）予算・財源

水質管理を担当するカズギドロメットは、政府の予算削減により 1998 年に活動を一時中断

して以来、活動の規模が大幅に縮小した。最近、予算が再配分され1999年度は6,000万テン

ゲ（42 万ドル）であったが、必要予算の 67％の配分額でしかなく依然として予算不足であ

る。他省庁への資料提供を有料で配布し、資金補充にあてている状況である。

（3）技術力

　水質管理においてモニタリングによる実態把握は基本的な要件である。カズギドロメット

の分析スタッフ数が最も多いのがアルマティの50人、次がウスチカメノゴルスクの22人、

カラガンダの 16 人となっている。しかし、表流水の水質分析を担当する技術者は、東カザ

フスタン州カズギドロメットで総数236人のうちわずか６人にしかすぎず、東カザフスタン

州環境保護局で総勢 77 人のうち環境モニタリングを総括する「環境モニタリング及びプロ

ジェクト準備室」はわずか９人のみという状況である。

　また、観測点の設定や頻度・回数、試料の分析方法や精度管理、旧式分析装置の更新、モ

ニタリング結果の水質管理強化への反映などの必要がある。

２－３－３　現状と問題点

　カザフスタン主要河川の水質汚染の概観は、カザフスタンの水質汚濁程度を示す「水質汚濁指

標（ＷＰＩ：Water Pollution Index）」によれば、1997 年の水質汚濁指標の最も高い河川はウラル

川、次いでイルティッシュ川、シルダリア川、ヌラ川、イリ川、イシム川の順である。南西部の

大河イルティッシュ川の水質汚染の大きな原因はウスチカメノゴルスクやイルティッシュ川の支

流ウルバ川沿川のレニノゴルスク及びパブロダール等の都市にある冶金工場（亜鉛、鉛等の精

錬）や化学工場からの汚染物質が流れ込むためである。また、イルティッシュ川はロシア国内で

オビ川と合流し北極海に注ぐため水質汚染が国際問題となっている。東部の大河シルダリア川の

水質には重金属汚染や農薬汚染が見られる。閉鎖湖の水質汚染水域としては、工場廃水や農薬ま

た油田開発による汚染が深刻なカスピ海、大量の灌漑取水や農薬・化学肥料の汚染があるアラル

海やバルハシ湖の水質汚染が大きな問題となっている。

　カズギドロメットが2000年上半期に測定した国内20河川中の化学物質（窒素成分、アンモニ
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ア性窒素成分、硫酸成分、BOD、ホウ素成分、フェノール成分、クロム成分、銅成分、亜鉛成分、

鉄成分、石油製品成分等）によると、東カザフスタン州のイルティッシュ川支流であるクルチュ

ム川、テハイア川、ブレッサ川に汚濁が集中している。

　地下水の汚染については、同国の鉱工業の中心地である東カザフスタン州に代表される重金属

汚染が顕在化してきており、南部の乾燥地域でありかつ灌漑農業の中心地域シルダリア川流域で

は土壌の塩類化とともに地下水の塩類濃度の問題が生じている。

　また、限定的な地域汚染ではあるが、同国中部のヌラ川及び東部のイルティッシュ川では水銀

汚染の問題を抱えている。ヌラ川の水銀汚染はカラガンダ州テミルタウ市のカーバイト工場のメ

チルアルデヒドの廃液に含まれる水銀が汚染源であり、現在は生産工程が停止されたが長年の水

銀流出は河川氾濫原の土壌汚染を引き起こし、河川水と地下水の水銀濃度は同国基準値以下にあ

るものの飲料水使用に対しては常時の監視が必要な状況である。イルティッシュ川はパブロダー

ル州都の化学工場の苛性ソーダプラントで用いられた水銀が汚染源であり、工場周辺の湖沼汚染

また敷地内の土壌汚染が確認されている。イルティッシュ川また周辺の地下水汚染についての詳

細調査及び観測体制の強化を必要としている。

　カザフスタンにおいては、直接、健康被害にかかわる飲料水に関する水質管理は比較的注目さ

れ、水質の測定分析が実施されているが、河川を主とした表流水に関しての水質環境管理の観点

が予算不足とあいまってなおざりになっている。水質モニタリング面での問題点及びその改善事

項としては以下の点がある。

1） 測定場所の設定管理があまく、測定者は今までの経験を頼りに試料採取を行っているた

め試料採取位置が一定していない。したがって、以下の改善点が考えられる。対象河川の水

文状況の代表性を検討し水質モニタリング地点の再設定をするとともに、正確なサンプリン

グ地点を地図上で固定する。また、ＧＩＳを利用して測定データ、その他の関連データを盛

り込み測定結果の一元管理方法を構築する。モニタリングの測定頻度、項目を決定する。

2） 現状の分析方法は旧ソ連邦時代の方法を採用しており非効率的である。また分析機器や

分析者による技術レベルの差も大きく、分析結果に対する対外的な信頼を得ることは難し

い。したがって、現状の分析方法の点検及び最新分析方法の導入、高度な熟練を必要としな

いかつ分析濃度の再現性が高い近代的な分析装置の導入、データの許容誤差等の基準化の策

定、分析精度管理方法の構築等が必要である。

3） モニタリングデータの結果の解析が十分でないため、汚染の平面的分布あるいは時系列

変化が不明であり、政策提言の有効な材料となっていない。したがって、データベースの作

成、データ分析方法（グラフ化、等濃度曲線など）の習得、データ分析結果の利用方法の研

究等が必要である。あわせて、観測水質濃度値とともに河川流量等の水文データを併記する

必要がある。
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4） 水質モニタリング要領では、49 個の水質分析項目のなかから汚染の程度に応じて毎月１

回の測定を実施することになっているが、このなかで環境基準に定められているにもかかわ

らず、カドミウム、リンデン及び六塩化物が分析項目に含まれない点は改善の余地がある。

5） シルダリア川及びイルティッシュ川は、それぞれ、カザフスタン領内の流路が約1,200km、

約1,000kmと長大河川にもかかわらず水質定点観測地点がシルダリア本川には５地点、イル

ティッシュ本川には７地点と少なく、観測点を増やす必要がある。

6） 水質モニタリングの大きな目的のひとつに、環境保全の政策提言の基礎資料収集の意味

があるので、単に測定分析整理にとどまらず、政策立案者へ水質問題の効果的なプレゼン

テーションをする必要がある。

２－４　生物多様性保全

２－４－１　開発計画

　「生物多様性保全条約」を1992年に署名し1994年に批准して以来、カザフスタン政府は積極的

に生物多様性保全に取り組んでおり、1998年に作成された「国家環境行動計画」のなかでも生物

多様性保全は重要な目標のひとつと位置づけられている。

　政府は、生物多様性の保全と持続可能な利用の国家戦略として「National Strategy and Action

Plan on Conservation and Sustainable Use of Biological Diversity （以下、ＮＳＡＰＢＤ）」を 1996

年から約３か年かけて策定した。本策定作業には、科学アカデミー（Academy of Sciences）の生

物学博士、農学博士などの会員、環境と持続可能な開発のための研究所（The Institute of Ecology

and Sustainable Development）、森林・水産・狩猟委員会、国家環境センターなどが参加し、実に

参加専門家の９割がカザフスタン人であった。

　ＮＳＡＰＢＤにおいて、カザフスタンの国家開発戦略 2030 年のなかで強調されている「カザ

フスタンは新鮮な空気と清潔な水のある美しく緑の多い国でなければならなく、これは生物多様

性保全とそのバランスのとれた利用が達成されて初めて可能になる」との考えは、生物多様性保

全条約の大原則「生物多様性の保全及び生物のバランスのとれた利用による経済的便益をもたら

すこと」に呼応した生物多様性保全に関する国家戦略であると述べている。具体的な目標・施策

は以下のとおりである。
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表２－２　ＮＳＡＰＢＤの概要

①生物多様性の生息内保全
②法的フレームワーク内でのバランスのとれた利用と生物的キャパシティーの社会経
済的評価

③遺伝子基金の拡大と国家にとっての遺伝子分野における独立性の確保
④有益植物及び動物の遺伝子保全と農用地の生産性向上

①人類にとっての永遠の共有財産としての生物多様性の詳細な現状把握
②人類の経済活動の結果起こる生物への影響の評価
③主権国家としての権利によりその使用権を行使することと同時に保全の義務も負う
ことの明確化

④地元住民による生物多様性種の保全と利用の明確化、例えば、食物、健康、燃料、
原料、余暇等の目的のために使う場合

⑤生物多様性保全において二酸化炭素排出増加の結果起こるグリーンハウス効果を抑
制し、環境保護のための最も良い条件確保の明確化

⑥地方及び国家レベルにおいて、生物資源の経済的社会的にバランスのとれた利用の
確立、及び、法的フレームワークの作成

⑦生物多様性の保全確保と保全のマイナス要素の低減
⑧生物多様性に関する活動の調整の改善
⑨ダメージを受けたエコシステムの修復
⑩国民及び公的非政府組織に対して生物多様性保全及びバランスのとれた利用の重要
さの普及

長期目標

基本施策

　ＮＳＡＰＢＤのなかで、行動計画として６分野で 27 の具体的プロジェクトを提示し、各プロ

ジェクトの予算（ドナー及び政府割り当て分）や実施期間を定めている。しかし、本年夏にプロ

ジェクトを実行に移すためのドナー会議を計画したがドナーが集まらず頓挫したことから、現在

はこれら 27のプロジェクトの見直しとドナーへのアプローチを検討している。

２－４－２　関係組織体制

（1）組　織

　生物多様性保全に直接関係する組織は、天然資源・環境保護省内の森林・水産・狩猟（野

性動植物）委員会、同委員会の各州森林・生物資源部と特別自然保護地域部、並びに環境保

全委員会、同委員会内の国家環境センターなどである。

　現在、国家環境センター内に生物多様性保全条約担当の調整員１名が配置されている。こ

のポストはほかの国家環境センターの職員と同様にＵＮＤＰのプロジェクト職員となってい

る。この国家環境センターは、当初、天然資源・環境保護省の機能強化、職員の育成、及び

国家環境行動計画作成のために設けられた。2000年６月をもって同行動計画が完成し、政府

及びＵＮＤＰは同センターの存続・役割について見直し中であり、本年末までは現状維持の

予定にある。しかし、2001年１月からは大幅に縮小する考えで、ＵＮＤＰ側によれば、生物

多様性保全条約のポストはそのほかの国際条約の担当を兼ねた１つのポストに集約される可

能性があるとのことである。これに合わせて今まで蓄積されてきた知識・経験が人材の移動
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表２－３　森林・水産・狩猟委員会の組織

持続可能な森林開発課、漁業資源課、狩猟資源課、特別自然保護区課、
国家動植物管理課、経済予測課、総務秘書課

アクス－ジャバグリ、アルマティンスキー、バ
ルサケルメスキー、西アルタイスキー、クルガ
ルジェンスキー、マルカコルスキー、ナウルズ
ムスキー、ウルティウルティスキー、アラコル
スキー

アルティン－エメル、バヤナウススキー、イレ
－アタラウスキー、コクシュタウ、カルカラィ
ンスキー

国家デイサン－イルティッシュ流域漁業保護・管理、国家ウラル－カ
スピ海流域漁業保護・管理、国家イリ川－バルハシ湖漁業保護・管理、
国家動植物の州レベル管理部

15州

委員会本部
（中央組織）

特別自然保護地域部

地域部課

各州森林･漁業･狩猟
管理局

カザフスタン森林建
設国営企業他

特別自然保護区（９区）

自然保護区課（60区）

国立公園課（５公園）

とともに流失するおそれがあり、場合によっては改めて人材育成の必要性が生じる可能性も

ある。天然資源・環境保護省内に省職員として同条約を担当するポストを設けるかどうかは

不明である。

　特別自然保護区のようにある意味で僻地にあり生活条件の厳しいところでは後継者が育た

ず、また離職率も高く、定年退職間近の高齢者が多くなっているなどの人材面から組織問題

もある。実際、天然資源・環境保護省がアルマティからコクシェタウ（首都アスタナから更

に北へ車で４時間強の所）に移った際に、半分近くの職員が辞職し、遷都に合わせて行政組

織の弱体化が問題となった事実がある。

（2）予算・財源

　森林・水産・狩猟委員会での説明によれば、政府からは予算要求額の多くて40％しか支給

されず、十分な予算が確保されていないとのことである。上記の生物多様性関連の組織にお

いては、政府からの財政的支援のほかに、活動資金を国際機関、二国間の援助団体、ＮＧＯｓ

から得ている。しかし、国家環境センターの活動は、ＵＮＤＰと政府との協同のプロジェク

トとはいえ、政府側はドルでの資金的貢献を約束したが結局は実行されず、ＵＮＤＰ側だけ

からの持ち出しになっており政府側の契約不履行との声が聞かれるなど、政府自己資金の不
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足の問題は深刻である。

（3）技術力

　ＮＳＡＰＢＤの策定が、多くのカザフスタン人の参加によりなされたように、カザフスタ

ンには生物多様性関係の専門家は多く、人材が比較的豊富である。しかし、バイオテクノロ

ジーや生物化学兵器関係の専門家については西側へ多くが移民し人材流失もある。また、独

立後の政府機構改革により研究機関などへの政府からの資金支援は滞りがちになっており、

十分な研究活動が以前と同様に続けられてはいない状況があり、人材面強化においても財源

問題がある。特別自然保護区の運営については勤務地が概して僻地にあり勤務条件が厳し

く、職員の高齢化が進み後継者が育ちにくい状況が指摘されている。

２－４－３　現状と問題点

1） カザフスタンはその自然状況、エコシステム、生物種において多様で、同分野の人材が比

較的多くそろっているが、大学等研究機関及び生物多様性に関連する政府系機関での予算不

足により十分な活動が行われていない。既に国連生物多様性条約を批准し、国家環境行動計

画及び生物多様性保全及びその持続可能な利用に関しての国家戦略及び行動計画（フェーズ

Ⅰ）を完成している。しかし、行動計画（フェーズⅠ）は政府の予算不足とフィージビリティ

に問題があり一部しか実行に至っていない。

2） 生物多様性に直接関係する法律、例えば、特別自然保護地域法、森林法、野性動物利用・

保護法、及びその他の環境関連国際条約などそれぞれ個別に存在し、複雑に関連しており見

直しの必要性が問われている。

3） 旧ソ連時代の保護区での活動が「自然保護のための自然保護」であって、人の活動と調和

のとれた自然保護ではなかった。また、現在、特に地方での生物多様性への危機はそこに住

む人々の自然資源に頼った経済活動に起因している。

4） 天然資源・環境保護省職員の移動、離職により同省内に経験・知識等のInstitutional Memory

の蓄積が大変弱い。特に現在見直しが進んでいる国家環境センターの職員削減による離職が

懸念される。

5） 生物多様性の国家行動計画は大変具体的ではあるが、資金面においてあまりにも楽観的

な計画であり、政府の資金的支援及びドナーの援助が得られないような規模及び内容とは

なっておらず、計画立案時に費用効果分析が必要である。

6） 保護区での活動が予算と機材不足により大きな制約を受け、近代的なモニタリングや

ＧＩＳによるデータベース作成が進んでいない。

7） 自然保護区での自然資源を活用したエコツーリズムはほとんど普及していない。また、観
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光客による無秩序な自然探索のため自然が破壊されている。

8） 国全体で環境教育が不足しており、生物多様性の重要性の認識が十分に普及していない。

9） 生物種の目録づくりの遅れにより希少種、また、有益種の保護・保存活動が進んでおらず

それらの遺伝子の利用が生かされていない。

10） 保護区で活動しているレンジャー教育にはトップダウンではない地域に根ざした研修が行

われていない。

11） 他ドナーがこの分野では比較的先に活動を進めており、ＪＩＣＡは後発組であるので、他

ドナーの利用できる部分は積極的に利用して、または、他ドナーとの協力により支援を進め

るとより効果的にできる。ＪＩＣＡの研修に参加した職員等のネットワークづくりが必要で

ある。
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第３章　他ドナーの援助動向

３－１　水資源管理・水質管理

　水資源開発、利水、水質保全などの水環境分野における国際機関・ドナー国の援助について以

下に記す。

（1）国連開発計画（ＵＮＤＰ）

　ＵＮＤＰは、「国家環境行動計画（ＲＫ　ＮＥＡＰ／ＳＤ）」や「2030年環境プログラム」の

策定、ＲＫ　ＮＥＡＰ／ＳＤの下に設立された「国家環境センターの支援」に見られるように

環境関連プロジェクト援助における中心的な役割を果たしている。1997年３月にＵＮＤＰと世

界銀行の支援により設立された国家環境センターは、ＲＫ　ＮＥＡＰ／ＳＤの実施調整の役割

を果たしてきたが、2000年６月をもって同行動計画策定・改定が完了したことから、ＵＮＤＰ

は同センターの役割の見直しを提言している。

　現在、ＵＮＤＰが支援している水環境に関連するものとして「The Aral Sea Development and

Humanitarian Programme」がある。このプログラムのなかで10村落給水パイロットプロジェク

ト（Remote Village Development Project in Kyzylorda Oblast）を実施また計画中にある。本プ

ロジェクトにはアラル基金（ＩＦＡＳ）による協力がなされている。これらのパイロットプロ

ジェクトでは、住民参加による運営が重視され、水利組合の結成・育成も大きなプロジェクト

の柱となっている。

（2）世界銀行、国際復興開発銀行（ＩＢＲＤ）

　以下の水環境関連プロジェクトが実施また準備中にある。

- Irrigation and Drainage Project：

11 州で 15 プロジェクトを 1998 ～ 2003 年で実施中にある（8,000 万ドル）。

- Pilot Water Supply Project in Kyzylorda：

グジルオルダ州の給水プロジェクトで、2001 年までに完了予定（700 万ドル）。

- Atyau Pilot Water Supply Project：

カスピ海沿岸アティラウ州での給水プロジェクトで、1999～2004年で実施中（1,650万

ドル）。

- Syr-Darya River Basin Control and Northern Aral Sea Project：

流域の持続的な農業生産、生活環境の改善、適切な水配分・水管理を行うとともにアラ

ル海への流入量の増大・水面保持に資することを目標とするプロジェクトで、現在、借

款承認予定にある（5,000 万ドル）。
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- Northern Environment Management and Rehabilitation Project：

Phase－１（２億～２億5,000万ドル）が借款承認の予定にある。プロジェクトコンポー

ネントに、パブロダール市水銀汚染、ヌラ川水銀汚染、ウスチカメノゴルスクの鉱工業

廃棄物による地下水汚染、アスタナとカラガンダへの給水、北部主要都市の給水・衛生

が含まれている。

（3）欧州連合ＣＩＳ技術援助（ＥＵ－ＴＡＣＩＳ）

　現在、水環境関連の支援プロジェクトは行っていないが、2001 ～ 2003 年における支援プロ

ジェクトの検討のなかに、バルハシ湖の水資源管理プロジェクトがある。

（4）アジア開発銀行（ＡＤＢ）

　以下の水環境関連プロジェクトが実施また準備中にある。

- Water Resources Management and Land Improvement Project (Phase-I, II)：

南カザフスタン州Makhtaaral 郡を対象としており入札準備中にある（4,000 万ドル）。

- 北部地域給水整備長期計画（Ｍ／Ｐ）

Ｔ／ＡによるＭ／Ｐ策定の支援が 2000 年末に開始すべく準備中にある。

（5）米国国際開発庁（ＵＳＡＩＤ）

　水環境の支援としては「Environmental Policies and Institution for Central Asia (EPIC) Program」

による以下の実績・計画がある。

- 1995 ～ 1996：Humanitarian aid program for the Aral Sea Ecological disaster zone（住民飲料

水供給）

- 1996 ～ 1998：水利用及びエネルギー資源管理、水資源配分の技術協力

- 1998 ～ 2000：シルダリア流域の水・エネルギー利用に関する関係国合意の支援

　ＵＳＡＩＤ支援において、国際河川シルダリア水系の関連国水資源共同利用のためのコンセ

ンサスづくりへの積極的な働きかけが特筆される。1996年にトルクメニスタンを除く４関係国

からなる“Water & Energy Uses Round Table”を主催し、1998 年３月には同Round Table は、

“Agreement on the Use of Water and Energy Resources of the Syr-Darya Basin”を提唱し各国の同

意を得た。また、ＵＳＡＩＤの主導の下、2000年１月に“The environment protection policy and

consolidation of institutional structures for managing resources in Central Asia”が開催された。一

連のＵＳＡＩＤ支援においてＥＰＩＣプログラムとしてシルダリア川総合水資源管理と水利用

に関する水文・水収支・管理の数理モデル構築など技術的側面からの協力も行っている。
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（6）フランス

　水環境分野での支援を積極的に行っており、特にイルティッシュ水系での水資源管理・水質

汚染対策に係るプロジェクトが特筆される。　　

- Preliminary project for assessing the impact of mercury pollution in the Pavlodar region：

パブロダール市にある化学工場による水銀汚染対策に係る調査（1999 年に実施）。

- 上記の調査に続く水銀汚染に係る「パイロットスタディ」：

調査内容を汚染源周辺の土壌汚染、汚染源下流のイルティッシュ川汚染、湖沼汚染、地

下水汚染とし実施中（ソフトローン 1,000 万ドル）にある。

- 水銀汚染源「化学工場の水銀除去事業」：

工場敷地内に集積された水銀除去事業のための資金協力（820 万ユーロ）を 2000 年 10

月に署名。

- Action Programme for Improvement of Water Quality in the Irtysh River Basin：

イルティッシュ水系の水質管理を主目的とする調査（1999 ～ 2000 年）であり、流量・

水質モニタリングネットワーク、河川情報システム、組織・制度強化、主要３都市の下

水整備事業を優先プロジェクトとした提案がなされた。

- Study on Transboundary Water Resources Management in the Irtysh River Basin：

上記プログラム策定に基づく国際河川イルティッシュ川のカザフスタン－ロシア共同水

資源管理プロジェクトの技術協力として 106 万ユーロのグラントが計画されている。

（7）ドイツ技術協力公社（ＧＴＺ）

　天然資源の戦略的開発を目標に「Environmental Protection in the View of Water Resources in

Almaty」を実施した。現在、世界銀行プログラム「Management system on eco-resources use」

のフレームのなかで「The remediation of underground water contaminated by metallurgical and

industrial waste in the Ust-Kamenogorsk area」を 2000 年３月から１年の期間で実施中（グラン

ト 30 万ドイツマルク）である。調査の目的は、ウスチカメノゴルスク及びその周辺での金属

鉱工業によって汚染された地下水の汚染軽減対策の立案・提言である。

（8）イギリス国際開発省（ＤｆＩＤ）

　安全な水供給を目的に「ヌラ川管理計画（Catchment Management Plan for the Nura River

Basin）」を2000年に実施する予定にある。この計画ではアスタナの水供給方策、ヌラ川の水銀

汚染クリーンアップを含むヌラ川管理強化の策定を目的としている。
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３－２　生物多様性保全

　生物多様性に係る国際機関・ドナー国の援助について以下に記す。

（1）ＵＮＤＰ

　下記の３プロジェクトが実施中にある。

- Assistance to the Government of Kazakhstan in the Development of a Strategy to Implement the

Convention on Biological Diversity：

「National Strategy and Action Plan on Conservation and Sustainable Use of Biological

Diversty（ＮＳＡＰＢＤ）」の戦略の見直し及び行動計画での 27プロジェクトの優先順

位の再検討を目的とする支援である（19 万 4,114 ドル）。

- In-situ conservation of mountain Agro-biodiversity in Kazakhstan：

目的は、カザフスタンの山岳地における森林及び農業関係の育成地での生物多様性保全

の総合的アプローチの作成にある。コンポーネントは、①国立森林公園と特別保護区内

での野生種保護、②耕作地と家庭菜園地（ダーチャ）での作物種の管理と保護、③農業

生物多様性の利用と持続可能に保全するための法的・組織的・資金的フレームワーク開

発の支援からなっている。2000年５月開始で７か月間で終了予定にある（予算は284,967

ドル）。

- Integrated Conservation of Priority Globally Significant Migratory Bird Wetland Habitat：

自然資源に容易にアクセスでき管理が行き届いておらず、狩猟や漁業などにより生物の

多様性の持続が困難な３つの地域を対象とする。①Ural river deltaは東アフリカ渡り鳥

ルートでラムサールサイトに匹敵する。また、キャビアを産出するチョウザメ、カスピ

海サーモンの生息地でもあり、ほかに白睡蓮が植生している。② Tengiz-Kurgaldzhin

system lakesは、ヌラ川を水源として多くの渡り鳥の経路となっており、フラミンゴ、ダ

ルマチィアペリカン、シベリア白鶴、白頭鴨などがいる。また世界遺産の候補地である。

③Alakol-Sasykkol system of lakes は、中国とインド間の渡り鳥のルートで、同じく貴

重種がいる。こらら３地域での水資源の利用の管理は、飲料水や森林管理に比べて劣っ

ており、灌漑水等を一貫して管理するシステムができていない。特に T e n g i z -

Kurgaldzhin system lakesは新首都アスタナからの排水、ヌラ川の水銀汚染が問題になっ

ている。現在、カザフスタンは工業生産高が低下しており、保全条例などを導入するの

にちょうど良い時期と考える。野鳥観察、狩猟、魚釣りのためのエコツーリズムの人気

が高いが無秩序な状況にある。プログラムはこれらの問題に対応する解決策とその実行

策を提示している。
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（2）世界銀行、国際復興開発銀行（ＩＢＲＤ）

- Republic of Kazakhstan, Republic of Uzbekistan and Kyrgyz Republic, Central Asia Trans-boundary

Biodiversity Project, May 1999：

西天山山脈はヒマラヤ山脈の西の端から始まりカザフスタン、ウズベキスタン、キルギスの

３か国にまたがる地域で異なった動植物が生息する生物多様性の豊かなところである。亜熱

帯からツンドラの気候にまたがり各々にユニークな種がいる。例えば、雪豹、中央アジア山

羊、白鍵爪熊等である。また、この地域はリンゴ、クルミ、アプリコット、チューリップな

どの原種があるといわれ、薬草、花の固有種も多くある。しかしながら、これらの生態系は

人間の経済活動の変化に因する無秩序な自然資源の過使用により、絶滅の可能性が指摘され

ている。これに対応するための５か年のプログラムを策定しており、そのコンポーネントは

以下からなる。

1） Legal and Financial Reform（55 万ドル）

2） Strengthening the Protected Area Network of the West Tien Shan（570 万ドル）

3） Sustainable Use of Biodiversity（100 万ドル）

4） Strengthening Local and National Capacity Through Education and Training（150 万

ドル）

5） Public Participation in Biodiversity Conservation（280 万ドル）

6） Project Managemen（210 万ドル）

（3）米国国際開発庁（ＵＳＡＩＤ）

-  Integrated Wetlands and Livelihood Project

このプログラムは生物多様性の保全と住民の生活向上とのバランスのとれた開発をめざすも

のである（予算は 240 万ドル）。ＵＳＡＩＤのプロジェクトではあるが、イスラエルの援助

機関ＭＡＳＨＡＶが実施面において責任をもって行うことになっている。各プロジェクトの

マネージャーはできる限り現地採用にし、地域住民による参加を通してキャパシティー・ビ

ルディングを行う。ＮＧＯにはワークショップを企画し、運営することが期待されている。

村・町の代表には、計画づくり、資金的支援、物的支援などの決定プロセスで参加が期待さ

れている。

プロジェクトは下記の４コンポーネントからなる。

1） Wetlands Preservation and Tourism：Wetlands Preservation and Tourism、Camel

Husbandry、Community Development/Social Dimension、Socio-Economic Development

2） Fishery：Fishery Enterprise in the Cambash Lake

3） Trees Plantation and Afforestation：Greenbelt Around the Town of Aralsk、Park in a
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Salt-lake in the Town of Aralsk、Dune Stabilization on Bogen、Trees for Shade and

Recreation in the Kambash、Afforestation on the Dried-up Aral Sea bed

4）Water Management, Water Supply and Food Security：Extension of the Baskara Canal、

Improving Irrigation Water Management System in Akpai、Desalination Plant

（4）ＥＵ－ＴＡＣＩＳ

　世界銀行の天山山脈での研修事業に対し支援を行っている。対象地域は特別保護自然地域の

周辺、すなわちバッファーゾーンであり、下記の目的と成果を設定している。事業期間は24か

月で場合により延長も考えられている（資金は 150 ユーロ）。

　事業目的は大きく、①環境関連法整備、②研修及び専門的開発、③国境を越えた協力からな

り、期待する成果は、３か国に共有できるより一貫性のある法律、地元の人々・保護区の管理

者とＮＧＯ間のより深い相互理解、特別自然保護区周辺の経済活動の活性化、地元の人々によ

る特別保護区内の自然資源への依存低減、地元の人々による生活向上と環境維持の大切さの認

識の達成にある。
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第４章　協力の方向性

４－１　調査団長所感

（1）水資源管理／生物多様性保全分野における課題と協力ニーズ

　カザフスタンは旧ソ連時代の中央計画経済による生産目標達成第一主義によって環境に十分

な配慮をせずに開発を進めた結果、特に工業地帯での水質、大気、土壌の汚染が深刻化してい

るばかりでなく、貴重な野生動植物の原種の減少など生物多様性分野での問題も発生してい

る。地方では、住民の自然資源に頼った経済活動が希少種、有益種の減少に拍車をかけている

ともいわれている。

　直接人体に影響を及ぼす水質問題はとりわけ重要であるが、工業地帯を流域にかかえる河川

及び地下水層は冶金工場や化学工場からの廃液による水質汚染が進んでいる。しかし、モニタ

リング体制の不備から実態が正確に把握されておらず、結果として汚染源に対する適切な行政

的措置がとられていないのが現状である。

　また、飲料水については、表流水、地下水を水源とする都市の上水道システム、農村の給水

システムは旧ソ連時代にある程度整備はされたものの、その後の旧ソ連の崩壊により、施設の

更新は行われておらず、給水管等の老朽化による水質の悪化が起こっている。さらに、カザフ

スタンの多くの地域では地下水を飲料水としているが、真水ではなく多くの場合は塩分を含ん

でいることから、健康への影響が懸念されている。

　カザフスタンはシルダリア川、イルティッシュ川などの国際河川を有し、周辺国との河川の

水量、水質に係る適切な水資源管理が急務となっているが、各国の社会システムの混乱、経済

低迷という状況のなか、水利用は潜在的な紛争原因のひとつと化している。

　カザフスタン政府は「カザフスタン共和国国家開発戦略2030年」において、①環境の保全、

②効率的な天然資源の開発、③野生動植物の保護、④環境教育を環境セクターにおける重点課

題として取り上げているものの、自国による計画の策定や必要な予算の確保ができておらず、

ドナーの支援に頼らざるを得ない状況である。

（2）国際機関、各国ドナー等の動向

　カザフスタンの環境セクターについて支援活動を行っている主要国際機関としては、ＵＮＤＰ、

ＥＵ－ＴＡＣＩＳ、世界銀行、また二国間ドナーは米国、フランス等があげられる。

　ＵＮＤＰは世界銀行、天然資源・環境保護省と共同で、1997年同省内に国家環境行動計画の

策定、環境関連国際会議の実施支援等を目的に国家環境センターを設立した。同センターに対

する協力は本年６月にいったん終了したが、2004年まで協力期間を延長し、機能・規模を縮小

し、カザフスタン側の体制整備のための協力を継続する予定である。また、ＵＮＤＰは各ド
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ナーの協力一覧表を取りまとめる等、ドナー間の連係促進につとめており、ＥＵ－ＴＡＣＩＳ

と共同で中央アジア５か国からなる地域環境センターの設立準備を進めている。なお同セン

ターは地域共通課題について各国でそれぞれ担当分野をもち（カザフスタンは水資源を担当）、

地域間で協力して課題を解決すべく計画の策定を行うことを目的とし、今年設立されたばかり

である。

　ＥＵ－ＴＡＣＩＳは対カザフスタン協力重点分野として環境セクターをあげており、2001～

2003年の期間に環境規制、放射能汚染、気候変動枠組み条約、バルハシ湖の水資源管理等の支

援を検討しているが、地理的に戦略的重要性が低いという理由により投入量を削減していく方

針である。ＥＵ－ＴＡＣＩＳに限らず、全般的にどのドナーも、少ない予算で最大限の効果を

生むために、より一層他ドナーの動向に関心を払う傾向がうかがえる。

４－２　協力の方向性、具体的候補案件

４－２－１　我が国による協力の方向性

　環境セクターの主管官庁である天然資源・環境保護省は、1998年４月に旧首都アルマティから

コクシェタウに移転した際に多数の職員が退職したことによる人員不足、首都アスタナ市にある

保健業務庁、農業省、エネルギー産業貿易省といった水資源にかかわるほかの政府機関との連係

がとりにくい地理的要因、今年６月に農業省より水資源委員会が実質的に移管され省内の業務所

掌に混乱が見られること、援助調整を行う窓口部署が省内に存在しないなど、援助受入れに係る

体制に若干の懸念を感じざるを得ない。

　今次協議のなかで、我が方に対し天然資源・環境保護省は、環境関連の人材の育成よりも具体

的な問題への速効性のある協力を期待する旨の発言があった。しかし同省の実施体制を考える

と、大規模な目先のプロジェクトの実施ではなく、まずは汚染の状況を正確に把握するためのモ

ニタリング技術の向上、モニタリング体制の強化を専門家派遣や機材の供与を通じて長期的に実

施していくべきと思われる。

　農村給水については、アクモラ州、グジルオルダ州の農村地域の現場視察を通じて、給水シス

テムの老朽化による絶対的な水量の不足、水質の悪化による健康問題などが、全カザフスタンの

農村地域に共通する大きな問題であることが明らかになった。これらの問題は住民の健康に直結

する深刻な課題であるところ、協力の必要性は非常に高いと思われる。

　また、生物多様性保全分野については、関連法律・規制の整合性、活動計画のフィージビリティ

などに問題があり、これらの活動の基盤を整備するための協力が有効と思料する。　　

　なお、カザフスタンの経済状況、現在の国家開発の状況から、環境問題の改善に必要な予算措

置が十分になされるとは考えにくく、また同国政府が現在外国からの借款に慎重な姿勢をとりつ

つあることもあり、特に開発調査プロジェクトについては事業化の目処を考慮し、案件の選定を
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慎重に行うことが肝要である。

４－２－２　具体的候補案件

（1）「共和国中・北西部農村地域水供給整備計画」（無償資金協力）

　　「カザフスタン北部地域水質管理及び水供給システム復旧調査」（開発調査）

　天然資源・環境保護省からは既に要請されている無償資金協力の要請内容を見直し、アク

モラ州、北カザフスタン州の２州、15村落を対象とする計画に変更したいとの申し出がなさ

れた。　

　現地調査、聞き取りから、２州の農村地域においては安全な飲料水が確保されているとは

いえず、住民の健康や衛生の面から早急に水供給システムを整備する必要があるものと考え

られる。ただし実施機関については民営化の動向を踏まえつつ慎重に検討すべき問題である

と思料する。

（2）「パブロダール州地下水の水銀汚染に係る悪影響低減のための手法及び評価法調査」（開発

調査）

　フランスが既に対象河川であるイルティッシュ川に関し、汚染源の防護壁建設等の緊急対

策支援を実施中であり（820万ユーロ）、付近の地下水、土壌汚染等の調査・対策についてく

る10月に借款（1,000万ドル）による協力計画への署名がなされた。我が国に要請越された

内容の大半がフランス政府の支援計画に折り込み済みであることが判明したため、フランス

による支援の範囲、規模が確定したあと、必要に応じ技術協力による補完的な支援を行うこ

とも考えられる。

（3）「コクサライ貯水池等建設プロジェクトに係る技術的・経済的基礎調査」（開発調査）

　旧ソ連時代カザフスタンは農作物及び畜産物の供給基地であり、南部ではシルダリア川を

利用した灌漑農業が行われてきた。独立後シルダリア川の水資源管理について、周辺国との

利用協定が結ばれているが、共同管理は困難を極めており、市場経済化、農業組織の民営化

といった移行期にあるなか、農業生産は低迷を続けている。この回復をめざす農業省は要請

内容中、ダム建設に最もプライオリティーをおいており、大きな期待を寄せている。

　しかし、貴重な水資源の有効利用を図ることができる可能性も否定はできないものの、事

業の実現性、アラル海への流入量変化・水環境の影響など予測できない要素が多く、正負と

もに強いインパクトが考えられるため、我が国としては、節水型農業開発・普及の技術協力

を優先的に検討していくべきである。
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（4）「グジルオルダ市上下水道インフラ整備計画」（開発調査）

　グジルオルダ州はシルダリア川中流部に位置し、アラル海の塩害、農薬汚染に代表される

とおりカザフスタンのなかでも量、質ともに最も水資源問題が深刻視されている地域のひと

つである。州都グジルオルダは約 19 万の人口を擁しているが、こうした状況に加え、都市

水源の半分近くを占める地下水の水量減少と水質塩類濃度の大きさ、送水管路網の腐食によ

る水質悪化、浄水施設や給水設備の老朽化による処理能力の低下や漏水の進行が喫緊の課題

である。保健業務庁による飲料水調査でも水質の悪さが指摘されており、要請内容のうち特

に緊急性の高いろ過装置については1999年から2000年にかけて独自に財源を確保し小規模

な修復を図った。しかし、管路網及び浄水場の他の諸設備の修復にまでは対応できていな

い。

　下水道は管路網が建設されているものの、同市は州都の中で唯一、下水処理場を有してお

らず郊外に簡易な沈殿池を設けているだけである。また、下水管路や送水ポンプの老朽化が

著しくポンプ場の４割について早急な修復が必要な状況にある。

　このような状況の改善について我が国による支援が求められている。リハビリ計画の策定

段階から具体的な事業実施まで協力の可能性がある。

（5）「東カザフスタン州鉱山・非金属鉱業地域環境管理計画」（開発調査）

　天然資源・環境保護省における実施担当部門が本件要請内容について熟知しておらず案件

として未成熟であり、環境管理計画の対象コンポーネントのひとつである水環境管理につい

てはドイツの地下水汚染関連の環境案件調査が実施中にあることから、対象地域に対するカ

ザフスタン側の計画策定・実行の進捗を見守りつつ、今後の協力の可能性を検討することが

適切と考えられる。

（6）水質モニタリングに係る協力（専門家派遣）

　カザフスタンにおいて環境対策を実施するにあたり、実施計画の基となる基本的な環境関

係データの欠如と同データの項目、内容の適性、信頼性が疑問視されている。主要水資源の

供給、水質管理に関しては、既に多くのドナーが協力を開始、検討しており、水質データ収

集、水質モニタリング技術の向上はこれらの協力の基盤を整備するものとして位置づけられ

る。我が国からは既に長・短期専門家による協力実績があり、今後も長く支援を続けていく

べきであると思われる。現在派遣中の長期専門家による、水質データのデータベース化、

データ活用、政策への反映に係る指導が同国水質モニタリング体制の強化に資すると期待さ

れる。
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（7）生物多様性保全に係る協力（専門家派遣）

　カザフスタンは1992年に国連生物多様性条約に署名し、1994年に批准した。さらに1997

年に策定した国家環境行動計画を踏まえ、1999年に生物多様性保全及びその持続可能な利用

に関しての国家戦略及び行動計画を作成した。この内容に係る見直し作業への参画、条約と

関連国内法の整備への助言は、今後の同国における生物多様性保全分野の円滑な活動に貢献

するものと考えられる。

４－３　協力にあたっての留意事項

　旧ソ連時代に整備された農村給水施設の老朽化は、全カザフスタン共通の課題であり、特に水

質の悪化は住民の健康を損ねる大きな問題である。いずれも既存施設の能力を拡大していくとい

うことではなく、本来の給水施設の機能を回復するというニーズである。これらは、井戸の掘削、

ポンプの更新、給水管の更新など村落によってリハビリが必要となるところは様々ではあるが、

緊急性のある小規模な施設に絞った更新であれば、金額的にも草の根無償で対応することが可能

と思われる。対象地域としては、施設の老朽化、給水事情のほか、地域別の疾病データに基づく

水因性疾患も考慮し判断するのが妥当であり、日本からのプレゼンス確保の点からは１つの州に

絞り込むことも考えられる。例えばグジルオルダ州においては、近々病院案件の予備調査が実施

されると仄聞しているところ、地域医療と水の改善を組み合わせた協力ができれば、一層の効果

が期待できる。

　今次調査の対象となった環境問題については、カザフスタン自身が自らの問題として取り組む

姿勢が見られないのが現状である。環境汚染の状況を把握し、自国の資源保全の必要性を認識し

たうえで対応策を策定し、それを実施していくという考えではなく、現在はドナーからの支援を

ひたすら求めている状況である。こうした状況を打破するためには、自国の現状を適確に把握で

きる人材の育成が急務であると思われる。同国は早急な具体策の実施を強く希望する傾向にある

が、我が方の「協力の方向性」にもあるように、人材育成に資する技術協力こそが、同国が自立

して環境問題に取り組める基礎をつくることになると思われる。
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第５章　具体的候補案件の詳細

５－１　無償資金協力「共和国中・北西部農村地域水供給整備計画」

（1）要請案件名（英文）：Rural Communities Water Supply in the Republic of Kazakhstan

（2）当初要請の概要

1） 事業概要：５州 10 農村部の給水整備（井戸建設、導水施設の建設及び既存施設の改修）

　　　　　　　に係る無償資金協力

2） 要請機関：農業省

3） 実施機関：農業省水資源委員会、同省水供給設備改良・投資局

　　　　　　　（現在、水資源委員会は改組により天然資源・環境保護省の所属機関）

4） 裨益人口：直接人口５万人、間接人口約 30 万人

5） 計画目標：10 村落５万人に対し、良質な飲料水 50 l／日の給水を達成するとともに衛

生・感染症状況の改善を図る。また、コクシュタウ公園の水環境（湖水位の低

下防止）の改善を行う。

6） 対象村落と施設整備内容：

アクモラ州４村、東カザフスタン州、西カザフスタン州、北カザフスタン州、グジルオルダ

州の各１村（５州、計 10 村）の農村地域に対し、生産井の掘削、汲み出ポンプ設備、タン

ク設備、送水ポンプ及びパイプライン設備等を設置し、既存の関連給水設備の改良及び補修

を行う。

①アクモラ州：Akkolsk 郡 Minskoye 村

ポンプ場建替え、給水タワー修復、管路敷設（23km）

②アクモラ州：Shuchinskiy 郡 Shuchinskiy 町

管路敷設（12km）と必要な機器設置

③アクモラ州：Akkolsk 郡 Iskra 村

２貯水槽の建替え、ポンプ場建替え、給水タワー修復、管路敷設（11.5km）

④アクモラ州：Shortandinsk 郡 Zholymbet 村

既設ポンプ場建替え、ポンプ付属品供与、貯水槽の建替え、給水タワー修復、管路敷

設（27km、径 400mm）

⑤アクモラ州：Yermrntau 郡 Torgaisky 村

４生産井建設（深さ100～ 150m）、ポンプ機器、ポンプ場、管路敷設（６km）、送変

電設備
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⑥アクモラ州：Ereimentau 村

５生産井建設（深さ 100 ～ 120m）、ポンプ機器、送変電設備、管路敷設（16.4km）

⑦北カザフスタン州：Valikhanov 郡 Kichkenekol 村

２＋１生産井建設（深さ70ｍ、径250mm）、ポンプ機器、管材、タンク、送変電設備、

管路敷設（30km、径 250mm）

⑧東カザフスタン州：Abaiskiy 郡 Kengirbai 村

２生産井建設（深さ50～100m）、ポンプ場建設、ポンプ設置、給水タワー建設、管路

敷設（３ km、径 100 ｍ、Pig iron 材）

⑨西カザフスタン州：Urdinski 郡 Saralzhhin 村

４生産井建設（深さ 30～ 42 ｍ）、管路敷設、送変電設備、他

⑩グジルオルグ州：Arakskiy 郡 Kaeateren 村

ポンプ場建替え、管路敷設（７ km＋４ km）、ポンプ・電気設備更新

（3）変更要請の概要

1） 事業概要：北カザフスタン及びアコモラの２州 15 農村の給水整備に係る資機材供与及び

井戸等の給水施設建設に係る無償資金協力

2） 要請機関：天然資源・環境保護省

3） 実施機関：天然資源・環境保護省水資源委員会

4） 裨益人口：直接人口５万 4,878 人、間接人口約 26 万 8,000 人（要請村８郡の人口）

5） 計画目標：当該農村に清潔な飲料水を供給することにより、住民に対する衛生・保健環

境を向上せしめること。

生活飲料水確保の困窮を要因とした農村部の人口流出を抑制し、地域社会の

安定や地域産業（農業）の発展に資すること。

6） 対象村落と施設整備、供与資機材の内容：

アクモラ州の５村及び北カザフスタン州の 10村において、36生産井の建設と幹線パイプラ

インの敷設・更新、一部の既設給水施設（ポンプステーション、給水タワー）の改修を行う。

また、井戸掘削機器・関連機材の供与と技術移転を行い、カザフスタン側が同２州の農村部

の給水改善を進める体制を強化する。

対象村落と各々の整備内容は以下のとおり。

①アクモラ州：Erumentau 郡 Erumentau 村（村落人口 15 万 7,000 人）

５生産井の建設、変電設備の建設、管路敷設（16.4km）

②アクモラ州：Erumentau 郡 Torgaisky 村（村落人口 1,881）

４生産井の建設、ポンプス場の建替え、変電設備の建設、管路敷設（22.0km）
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③アクモラ州：Akkolsk 郡 Minskoyo 村（村落人口 1,242）

ポンプ場建替え、給水タワー修復、管路敷設（23.0km）

④アクモラ州：Akkolsk 郡 Iskra 村（村落人口 1,530）

２貯水槽の建替え、ポンプ場建替え、給水タワー修復、管路敷設（11.5km）

⑤アクモラ州：Shortanlinsk 郡 Zholymbet 村（村落人口 7,281）

ポンプ場建替え、ポンプ機器の更新、給水タワー修復、管路敷設（27km）

⑥北カザフスタン州：Ualikhanovsky 郡 Khersonsky 村（村落人口 1,329）

１生産井の建設、導水施設、管路敷設（4.0km）

⑦北カザフスタン州：Akzharsky 郡 Leningradskoye 村（村落人口 5,491）

４生産井の建設、ポンプ機器、導水施設、管路敷設（19.0km）

⑧北カザフスタン州：Akzharsky 郡 Uyaly 村（村落人口 1,164）

１生産井の建設、導水施設、管路敷設（2.0km）

⑨北カザフスタン州：Yesilsky 郡 Petrovka 村（村落人口 1,438）

１生産井の建設、深井戸ポンプ機器

⑩北カザフスタン州：Yesilsky 郡 Pokrovka 村（村落人口 1,438）

１生産井の建設、深井戸ポンプ機器、導水施設、管路敷設（2.0km）

⑪北カザフスタン州：Yesilsky 郡 Korneyevka 村（村落人口 2,965）

３生産井の建設、深井戸ポンプ機器、導水施設、管路敷設（10.0km）

⑫北カザフスタン州：Zhambylsky 郡 Presnovka 村（村落人口 8,132）

１生産井の建設、導水施設、管路敷設（5.0km）

⑬北カザフスタン州：Zhambylsky 郡 Ulgy 村（村落人口 410）

５生産井の建設、深井戸ポンプ機器、導水施設、管路敷設（3.0km）

⑭北カザフスタン州：Zhambylsky 郡 Kladbinka 村（村落人口 903）

１生産井の建設、深井戸ポンプ機器、導水施設、管路敷設（3.0km）

⑮北カザフスタン州：Tselinnyy 郡 Novoishimsky 村（村落人口 3,974）

４生産井の建設、深井戸ポンプ機器、導水施設、管路敷設（5.0km）

要請機材は以下のとおり。仕様等の詳細は表５－１に示す。

①井戸掘削機一式

②支援車両

③ボーリング試験機器一式（揚水試験機器など）

④物理探査機器

⑤ワークショップ機器

⑥生産井資機材（36 井）
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（4）要請背景等に関する主な確認

1） 実施機関

1999 年 10 月の行政機構改革により、農業省から天然資源・環境保護省に移設された「水資

源委員会」を実施機関とする。また、地下水調査・開発を所管する「地質・資源保全委員会」

が技術的サポートを担う。水資源委員会下にある各州「Republic State Enterprise」が実施の

実務面を担う。

2） 対象村落及び協力内容の変更

本プロジェクト形成調査において、当初要請の対象村落を同国中部・北部の隣接２州である

北カザフスタンとアクモラの 15 村落に変更したい旨の要請がなされた。協力内容は、井戸

建設機器（含む探査機材）や導水管等の資機材供与及び 36 生産井の建設と既存給水施設の

改修とするものである。

上記変更の背景・理由に関する水資源委員会の説明は、“現在、各州で短期給水計画「Water

Supply Program 2000-2005」の策定中にあり、なかでも、北カザフスタン州のプログラム策

定は終了し計画が具体化したこともあり、同州農村部で給水改善の緊急性の高い村落から事

業化を急ぎたい”とのことである。

3） 地方給水整備の方向性

水資源委員会の説明によれば、“同国の給水整備は「Group water pipe line system：旧ソ連時

代からの広域・大規模な給水ネットワーク」により進めてきたが、この整備はネットワーク

拡張の所要資金が膨大なうえ運営・維持管理費もかさむなど、経済的な合理性を欠いてお

り、地方の給水整備は独立・小規模な給水ネットワークによることを方針とする”とのこと

である。

4） 北カザフスタン州の短期給水計画「Water Supply Program 2000-2005」の概要

同州の給水状況は、州内 775 地区のうち既設 Group Water Pipe Line System（群導水システ

ム）に連結した地区が約６割の493地区であるものの、施設の損傷や水源問題から正常な給

水地区は164にしかすぎない状況にあり早急な改善を必要としていた。同計画は総事業費約

1,020万ドルをもって、①群導水システムの改修、②Sergeevsk貯水池の改修、③Esdauletovsky

地下水貯水池からの導水システム建設、④ローカル井の建設を行い、全775地区の給水整備

を進めるものとした。本要請はこのうちローカル井建設を主体としたものである。

5） 本案件に関連する他ドナー等の援助動向

同国北部の給水整備のマスタープラン（Ｍ／Ｐ）策定について、ＡＤＢ協力（Ｔ／Ａ）を得

て 2000 年末に着手する予定にある（当初、米州開発銀行（ＩＳＤＢ）協力を予定していた

が変更）。本計画は、いわゆる長期的な整備計画と位置づけられる。
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（5）本要請案件に関する協力の可能性などの総合評価

1） 対象村落変更に係る評価

当初の要請にあった10村落は、東西約3,000kmにも及び広大な国土で５州に分散しており、

無償資金協力事業の効率的な実施に難しさが懸念されたが、隣接２州を対象とする変更は、

この点において妥当と考える。

同国北部地域では、北カザフスタン州が水に起因する病気の発生が最も高く、また１世帯の

給水量が１日 100 lをきる村落があるなど、衛生的な飲料水の安定確保は急務であり、同州

を中心とする給水整備協力は村民の生活改善に直結しＢＨＮから意義は大きい。また、北カ

ザフスタン州「Water Supply Program 2000-2005」の短期給水計画に沿い、その実行を支援

するものであり、村落給水事業の一貫性・整合性の確保条件は整っている。

2） 協力（要請）内容に係る評価

村落規模（平均 3,300 人）からみて井戸建設を骨子とする給水事業は、カザフスタンの地方

の給水整備方針である“独立・小規模な給水ネットワークによる”に合致し適切と判断され

る。

なお、要請にある高架水槽・ポンプステーション・貯水槽等の建替え、井戸建設資機材要請

のうち地下水探査・試験・水質分析機器については、予備調査等により現況施設の概査と適

切な協力範囲及び試験探査の現地実施能力を確認する必要がある。

3） 同国の給水事業民営化政策の考慮

同国は地方給水事業での民活を進め出したところである。アクモラ州、北カザフスタン州の

一部の村落では、運営・管理業務の民間移管が行われており、協力実施にあたっては民営化

の進捗また経営基盤の安定などについての分析が必要である。なお、要請 15 村のうち１村

だけが民間企業による水道事業が進められている。

4） 受益者の水道料金支払い能力に係る留意

対象村落には、村民の平均月収が 2,100 テンゲ（約 1,620 円）にすぎない村もあり、水料金

の支払いが困難な事態が予想される。したがって、供与井戸施設などの維持管理費用の確保

について、予備調査等により先方関係機関の意向を確認する必要がある。

5） 地下水の水質に係る留意

飲料水としては地下水の塩類濃度が高く、内臓疾患などの健康障害の原因となっているとの

給水事業担当者や村役場の幹部の説明がよく聞かれた。国営企業体（給水事業体）の技術者

は、現在の深さ 40 ～ 50 ｍの井戸では塩類濃度が高いものの 80 ～ 100 ｍ程度の深井戸であ

れば問題がないとの調査結果を得ているとの説明であったが、塩類濃度やほかの水質（フッ

素）についての飲料水適正の確認が必要である。また、塩分除去装置を必要とする場合に

は、井戸管理費用の予算や村民の水道料金の負担能力についての慎重な分析が必要である。
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カ）要請内容の協力実施に必要な期間・金額に係る留意

気象条件から建設工事の可能期間は年５～６か月であり、要請内容すべてを行うには３か年

を必要（井戸掘削機１台の場合）とする。また総事業費は 20 数億円と想定される。これら

を踏まえて、無償資金協力の可能な規模を想定した事業対象村落（数）または協力整備内容

の絞り込みが必要と思われる。

５－２　開発調査「カザフスタン北部地域水質管理及び水供給システム復旧調査」

（1）要請案件名（英文）：The Study on Water Management and Rehabilitation of Water Supply System

　　　　　　　　　　　in Northern Region of Kazakhstan

（2）要請の概要

1） 調査概要：アクモラ州及び北カザフスタン州を対象とする水供給システム整備に係る

マスタープラン（Ｍ／Ｐ）の策定、優先プロジェクトのフィージビリティ調

査（Ｆ／Ｓ）の実施。

2） 要請機関：農業省

3） 実施機関：農業省水供給設備改良・投資局

4） 裨益人口：アクモラ州及び北カザフスタン州の住民約 30 万人

5） 計画目標：短期目標として、アクモラ、北カザフスタン２州の住民に清涼な飲料水を

100 l／人・日を供給、並びにそれによる衛生・保健の改善を図る。

長期目標は、地域の生活水準の向上と人口流出防止への寄与である。

6） 調査内容：

第１フェーズ：水供給システム改善のためのマスタープラン策定

①データ及び情報の収集と分析

②社会条件、自然条件の調査

③水供給システムの実態調査、関連プロジェクト調査

④水資源開発、給水・衛生に関する制度、規制、政策の分析・評価

⑤水資源ポテンシャルの評価

⑥水需要予測

⑦マスタープラン・フレームワークの策定

⑧水供給施設計画、運営・維持管理計画、組織体制計画、衛生改善計画の策定

⑨事業費積算及び事業評価

⑩初期環境評価

⑪優先プロジェクトの選定
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第２フェーズ：フィージビリティ調査

①優先プロジェクト地域の社会・経済現況調査

②水資源ポテンシャル調査

③水供給計画の策定

④水供給施設の設計

⑤水供給施設計画、運営・維持管理計画、組織体制計画の策定

⑥事業費積算及び資金計画の策定

⑦経済・財務分析

⑧事業評価

（3）要請背景等に関する主な確認

1） 実施機関

1999 年 10 月の行政改革により給水セクター所管は天然資源・環境保護省水資源委員会と

なったことから、同委員会があたる。

2） 無償資金協力要請案件「共和国中・北西部農村地域水供給整備計画」との関連等

本調査対象地域は、先の無償資金協力要請に含まれる北カザフスタン州が中心であることか

ら、先方機関に「開発調査と無償資金協力の比較優先度」を確認した。

先方は、農村部の給水改善の早急な取り組みを必要としており、“無償資金協力事業として

の協力の可能性が高いのであれば、無償案件を優先としたい”との回答であった。

3） 本案件に関連する他ドナー等の援助動向

国際機関や他ドナーによる協力に関しては、Islamic Development Bank（ＩｓＤＢ）の協力に

よる北部地域の水供給計画のＦ／Ｓ実施は行わず、ＡＤＢ （Ｔ／Ａ）の協力による北部地域

の給水整備長期計画（Ｍ／Ｐ）の策定を 2000 年末に着手すべく準備中である。

（4）本要請案件に関する協力の可能性などの総合評価

　本開発調査案件は、ＡＤＢ （Ｔ／Ａ）による技術協力が準備中にあること、また、無償資金

協力による事業化促進のカザフスタン側の意向が強いことから、協力の優先度は低いと判断さ

れる。

５ー３　開発調査「パブロダール地下水の水銀汚染に係る悪影響低減のための手法及び評価法調

査」

（1）要請案件名（英文）：Measurements and Estimation Ways Declining the Negative Impact of High

Toxic Mercury Contamination of Underground Water in Pavlodar
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（2）要請の概要

1） 調査概要：パブロダール市の化学工場（Chimprom社）の苛性ソーダ生産過程から排出

された水銀による汚染が深刻な環境問題となっている。同社が適切に処理し

きれなかった水銀が、国際河川イルティッシュ川や周辺湖沼を汚染しており、

水銀は域内の地下水にも相当程度浸透している。加えて、域内では土壌汚染

も発生している。汚染の拡大は、地域住民にとって不可欠な飲料水の確保に

も支障を来す事態を引き起こすこととなる。このような事情から、水銀汚染

対策の策定に係る開発調査の要請がなされた。

2） 要請機関：天然資源・環境保護省

3） 実施機関：天然資源・環境保護省国家環境センター（関係機関：エネルギー産業貿易省、

州環境部、JSC Chimprom 社）

4） 裨益人口：パブロダール州民約 94 万人

5） 計画目標：

①開発調査の目的：

当該地域における水銀による地下水汚染の解消及び汚染広域化防止の対処方策の策定。

②将来達成が期待される目標：

イルティッシュ川を水源とする地域の水源確保及び効果的利用についてのプランの確立、

並びに同地域における自然環境保護及び住民生活環境の改善。

6） 調査内容： 　

汚染地域（特に３地域：Industrial site, Evaporation lake, Screened waste storage）の実態を把

握し、自然生態体系への影響及び近接河川における飲料水等確保に係る悪影響の評価方法の

確立、汚染防止のための措置に関する検討を行う。

①調査結果

・地下水汚染区域の特定

・地下水の流動の特定

・地下水の水銀汚染防止に関する技術開発

・水銀蒸発の削減

・イルティッシュ川の汚染水銀の除去

・観光地の湖での汚染水銀の除去

・州での環境改善

②対策（案）アウトプット

・水銀電解室及び廃液処理プラントの撤去

・水銀汚染の工場コンクリート床及び敷地内汚染土壌の除去（撤去）
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・汚染土壌の吸着除去

・水銀浸透防止施設の建設

・水銀汚染物の焼却処理

（3）要請背景等に関する主な確認

1） これまでの水銀汚染に係る調査・対策の経過

①Eurochim Institute of Kievによる化学工場敷地内及び周辺部の土壌汚染調査並びに汚染対

策立案を実施（1988 ～ 1995 年）。

② 1994 年に同工場の水銀使用を行っているプラントの操業停止。

③ Intas Project（Ireland、Germany、Kazakhstan）による土壌、イルティッシュ川の水銀汚染

調査を実施（1997 ～ 1998 年）。

④Kiev調査に基づく化学工場敷地内の水銀汚染施設の撤去及び汚染土壌からの水銀汚染拡散

の防止工などを 1998 年に実施（現在、資金難から中断）。

2） 本案件に関連するフランス政府の協力

カザフスタン政府は、本案件に関し我が国及びフランス政府に協力要請を行った。フランス

政府による関連プロジェクトの援助経過・動向は以下のとおりである。

① 1 9 9 8 年のカザフスタン政府からの化学工場汚染対策の協力要請を受け、調査

「Preliminary project for assessing the impact of mercury pollution in the Pavlodar region」

を 1999 年に実施。

②上記の調査を経て水銀汚染に係る「パイロットスタディ」の実施中にあり（ソフト

ローン1,000万ドル）、調査内容は、汚染源周辺の土壌汚染、汚染源下流のイルティッ

シュ川汚染、湖沼汚染、地下水汚染をカバーしている。

③本年10月、水銀汚染源の化学工場敷地内に集積された水銀の除去事業実施のため820

万ユーロの資金協力に署名（Interfax-Kazakhstan news 05 Oct.）。

④ 1999 － 2000 年の調査「Action Programme for Improvement of Water Quality in the

Irtysh River Basin」に基づき、国際河川イルティッシュ川のカザフスタン－ロシア共

同水資源管理プロジェクト「Transboundary Water Resources Management in the Irtysh

River Basin」の協力として 106 万ユーロのグラントが計画されている。

3） 日仏共同支援に係るＪＩＣＡ長期専門家からの情報・コメント（長期専門家とフランス大

使館との意見交換から：2000 年８月）

①フランス大使館は、イルティッシュ川の水質モニタリング強化支援について、フラン

ス案件として実施したいとのこと。なお、日仏共同支援の可能性について本国政府に

確認を要するとのこと。
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②パブロダールの水銀汚染については、工場周辺の生態系（疫学調査も含む）における

水銀汚染調査を日本側に実施してもらいたいとのフランス大使館の要望。

③生態系調査については、短期専門家派遣による協力も考えられる。しかし、健康障害

などの医療分野を協力に含めるかは慎重な検討が必要との専門家のコメント。

（4）本要請案件に関する協力の可能性などの総合評価

1） 我が国への本件要請内容の大半が、フランス政府の支援計画に折り込み済みであること

が判明したことから、当初要請の内容に基づく協力は難しいと考えられる。

2） しかしながら、我が国の水銀汚染に係る高度な調査・分析技術を活かした補完的な技術協

力（専門家派遣）は十分に考えられる。例えば、生物・生態試料、水試料、底質・土壌試料

の分析と考察、現地での無機水銀からメチル水銀変換の有無などの調査。

５－４　開発調査「コクサライ貯水池等建設プロジェクトに係る技術的・経済的基礎調査」

（1）要請案件名（英文）：Koksaray Dam Project

（2）要請の概要

1） 調査概要：南カザフスタン州とグジルオルグ州をかかえるシルダリア川流域の灌漑水利

の効率化・灌漑面積の拡大、洪水被害の低減、アラル海の塩害対策、主要穀

物の生産能力の強化を通じて、国内需要に見合う穀物生産の安定並びにアラ

ル海及びシルダリア川周辺低平地の環境改善を中心とした環境と調和を図っ

た農業開発の実現を目的とする計画の策定。

2） 要請機関：農業省

3） 実施機関：農業省水資源委員会（現、天然資源・環境保護省水資源委員会）

4） 裨益人口：アラル海及びシルダリア川周辺の住民（農家約２万 5,000 戸、約 15万 2,000

人）

5） 計画目標：

プロジェクト短期目標

①灌漑水配分の適正化による灌漑面積の拡大

②シルダリア川氾濫原での排水不良や地下水上昇などの環境改善

③アラル海及び周辺での環境悪化の緩和

④主要作物の生産増

プロジェクト長期目標

①国内需要を満たす主要作物の安定的な高収穫の達成
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②農業開発と環境との共存

プロジェクト・コンポーネント（目標）

①コクサライ貯水池の建設

②既設灌漑システムに係る管理運営及び水資源の効果的管理体制の確立

③収穫・出荷システムの改善などの近代農業運営ノウハウの導入

④農業に係る融資及びマーケティング、農業関連サービスの充実など農業従事者への総

合サポート事業の確立

6） 調査の内容

第１フェーズ

①既存データ及び情報の収集と分析（自然資源、社会経済、農業、農業経済、農業施設、

環境など）

②既存開発計画及び調査地域の関連プロジェクトのレビュー

③基礎調査の実施（水文調査、水収支分析、地形・地質調査、灌漑・排水調査、灌漑・

貯水池の水管理実態調査、土壌・土地利用調査、農民組織調査、農業・農業経済調査、

建設資材・積算調査、環境調査）

④水管理改善計画の検討

⑤貯水池建設代替案の検討

⑥維持管理計画の検討

⑦概略事業費積算

⑧実施計画案の策定

⑨環境保全計画の策定と初期環境調査（ＩＥＥ）の実施

⑩総合水管理計画の策定と優先プロジェクトの選定

第２フェーズ（優先プロジェクトのＦ／Ｓ）

①選定ダム地点の地形測量及び地質・土質調査

②水管理・水配分計画の策定

③環境保全計画の策定と環境影響調査（ＥＩＡ）の実施

④ダム及び関連施設の概略設計

⑤操作・維持管理計画の策定

⑥実施計画の策定

⑦事業費積算と財務分析

⑧全体事業評価と提言
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（3）要請背景等に関する主な確認

1） 実施機関

1999 年 10 月に水資源委員会が農業省から天然資源・環境保護省に移設され、灌漑を含む水

資源開発及び貯水池・取水施設等の基幹施設整備は、天然資源・環境保護省水資源委員会の

所管となった。農業省の灌漑に関する主な所管事項は、支線水路建設、農業共同組合の結成・

指導、灌漑農地の管理（水使用料の徴収等）である。したがって、実施機関は天然資源・環

境保護省水資源委員会とする。

2） 灌漑ダムプロジェクトの構想

シルダリア川上流の既設チャルダリア・ダムの貯水能力では、上流キリギスからの冬期の発

電放流量を貯水することができず、ウズベキスタンのアウラルクル塩湖に無効に放流してい

る状況にあり、コクサライ・ダムを建設して２つのダムにより灌漑水源開発また農業開発を

進めることを構想するものである。本計画の予備的な検討から、ダム建設事業費は約１億

6,000万ドルと見積もっている。同ダムの建設により、新たに９万haの綿花栽培開発が可能

となる。また、小アラルへの流入保証流量１億2,000万ｍ3（生育期）の達成も確実となる。

（農業省説明）

3） 冬季増水量の利用に係る関係国との調整

シルダリア川水資源の利用に関し、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギスの３か国は毎

年協議・合意を行っており、調査団からの「冬期間のキルギスからの発電放流量をカザフス

タンが利用するにあたり、関係国との合意がなされているか」との問いに対し、「現在、ウ

ズベキスタン側の塩湖に無駄に流している状況であり、そのような合意は必要ない」との回

答であった。

4） 本案件に関連する他ドナー等の援助動向

ダム建設プロジェクトに関し他ドナーなどの協力はなく、資金調達においても日本の協力を

期待しているとのことである。シルダリア流域の灌漑施設改修・整備は世界銀行やＡＤＢの

資金協力で進めている。

5） 我が国の技術協力「カザフスタン共和国グジルオルダ地区灌漑施設水管理改善計画調査

（平成８～平成９年度）：ＪＩＣＡ」の事業化の状況

本計画は、水資源保全の観点から灌漑システムの改善を通じて灌漑生産に効果的で適切な水

量の供給、また水利構造物の劣化等による灌漑水の送水・管理損出を減らす節水型灌漑の確

立をめざすものである。本計画の一部は世界銀行資金によりパイロットプロジェクトとして

AKKUMSKY地区が1999年に実施に移された。AKKUMSKY地区計画整備面積1,034haの約

半分が整備を終え、今年は水稲の計画収穫量６ｔ/haに近い5.5 ｔ /haの収穫を得たとのプロ

ジェクト所長の高い評価であった。
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（4）本要請案件に関する協力の可能性などの総合評価

1） 本案件は平成 12 年度開発調査要請案件のうち先方要請優先順位が 12 件中１位にあり、

また、天然資源・環境保護省大臣のテレビインタヴュー・コメント「灌漑水不足による大幅

な綿花収量減・農家収入減などの解決に必要なコクサライ・ダム（８月 25 日 Khabar TV）」

に見られるよう、カザフスタンの最重要農業地帯であるシルダリア流域の灌漑農業発展に新

設ダムは欠かせないとし、コクサライ・ダムの建設に最もプライオリティーをおいている。

また、農業省からも地域の農業開発に欠かせない重要プロジェクトとの考えが調査団に示さ

れた。

2）しかしながら、これまでのシルダリア川流域での大規模灌漑農業に起因したアラル海の縮

小・生態環境悪化や近傍の社会経済への影響、また生活用水源でもある河川水の減少や水質

悪化は、国際的にも注視されているところであり、貴重な水資源を経済開発に特化する利用

計画は甘受されないと考えられる。

3） 同地域の農業開発に係る協力の方向性として以下の２つが考えられる。

①本件要請の協力実施にあたっては、「ダム建設の目的を灌漑開発と水環境改善におき、ア

ラル海の水環境改善及びシルダリア川の水質保持・改善をプロジェクト目標に明確に位置

づける」ことが必須であり、調査スコープの修正をカザフスタン側関係機関と協議確認す

ることが肝要である。

②同国の穀倉地帯であるシルダリア川流域の農業開発の協力は、有効な水利用につながる灌

漑・排水施設の改修・整備や適正灌漑水管理、節水型農業開発・普及に焦点をあてた技術

協力を優先的に検討していくべきである。

５－５　開発調査「グジルオルダ市上下水道インフラ整備計画」

（1）要請案件名（英文）：Kyzylorda city“Water supply and sewage system”Business plan

（2）要請の概要

1） 調査概要：州都グジルオルダ市（人口約18万 5,000人）の既設上下水道インフラは老朽

化が著しく、給水また保健・衛生の悪化を来している。このような事情から、

上下水道システム整備計画及び整備プログラムの策定が急務となっている。

2） 要請機関：エネルギー産業貿易省

3） 実施機関：エネルギー産業貿易省建築業務委員会

4） 裨益人口：グジルオルダ市民約 18 万 5,000 人

5） 計画目標：短期目標として、現況上下水道システムの問題点などの把握・評価に基づき、

今後の市開発計画に配慮した上下水道システム整備計画及び必要な投資規模
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と優先整備プログラムを策定する。

長期目標は、2030 年を目標年とする上下水道整備計画を提言するものであ

る。

6） 調査内容：

グジルオルダ市の上水道整備（表流水・地下水を対象とする水源開発、浄水施設、導水・給

水・配水システム）及び下水道整備（下水管路システム、下水処理施設）に関するフィージ

ビリティ調査。

（3）要請背景等に関する主な確認

1） 実施機関

本案件の要請機関であるエネルギー産業貿易省の説明によれば、同省建築業務委員会が実施

機関になるとのことである。同省は都市の上下水道の事業体であるVodokanalに天然資源・

環境保護省水資源委員会と同様に職員を派遣し行政指導・監督を担っており、グジルオルダ

市の上下水道事業体である Vodokanal が、本件実施の実務を担う体制とするとの説明であ

る。

2） 市上水道整備の経緯

1962 年にシルダリア川を水源とする現在の浄水場を建設、1970 年代に工業用水の需要が伸

び地下水利用を始め、その後 1980 年代にかけて地下水を水源とした都市給水整備を進めて

きた。現在の日給水量は、シルダリア川を水源とし２万2,000ｍ3（浄水場能力２万5,000ｍ3、

フランス供与浄水プラント2,000ｍ3）、地下水を水源とし約２万2,000ｍ3である。地下水の

給水系は大きく３水源系統からなる。

3） 上水道システムの問題点

現況システムの最大の問題点は、建設後 40 年近くが経過した浄水場また老朽化が進むパイ

プライン網（腐食した管路による水質悪化と漏水）にある。昨年、シルダリア川取水施設及

び浄水場のろ過槽の改修を行ったが応急的な側面が強い。また、ろ過槽の洗浄後の汚水を処

理する施設がなく汚水を直接シルダリア川に放水しており、適切な処理が行われていない。

地下水は給水量の約半分を占めているが賦存量の減少が進み、市域外の深井戸からの導水の

必要性が生じてきている。市域中央給水系ではこれまで 36 本の井戸が建設されたが洪水に

よる損壊や水量・水質問題から、現在供用しているのは 18 井である。

水需要は経済の低迷から工業用水需要が大きく減少し、現在、供給能力（新規水源開発）は

逼迫した問題とはなっていない。しかし、大幅な水需要の減少は水道事業収支の悪化をもた

らし、財務面から老朽化した施設の更新・改修を困難としている。
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4） 下水道システムの問題点

現在、下水道網は市中心部の全域をほぼカバーしている。しかし、州都クラスの都市で唯一

下水処理場を有しておらず、郊外の低地に沈殿池を設けただけの簡易な終末処理を行ってお

り、下水処理場の建設が最も急がれる整備である。

下水道網整備は、基本計画を策定しないまま拡張してきた結果、人口 19 万人の都市として

は異常に多い 43 か所ものポンプ場（ポンプ 133 台）があり、現在、17 か所のポンプ場の改

修が必要な状況にある。また、ポンプによる圧送区間 65kmでは管路の老朽化・損傷が著し

く敷設更新が必要である。

5） 本案件の関連計画及び他ドナー等の援助動向

本上下水道システム整備計画の概略検討は、国立研究所で実施中にある。他ドナー等の協力

はない。日本への協力は、本Ｆ／Ｓの実施につづき無償資金協力による整備実施を期待して

いる。

（4）本要請案件に関する協力の可能性など総合評価

1） 同市の上下水道システム改修・整備の緊急性は高く、開発調査（Ｆ／Ｓ）に続いて我が

国に対する事業化の協力に寄せる期待が大きい。全体事業費は100億円を上回る金額が想定

され、同国の財政事情から自国予算のみでは早急な事業化が難しく、有償資金協力及び一部

の整備に対しての無償資金協力を想定した開発調査を考慮しておく必要がある。

2） 開発調査（Ｆ／Ｓ）の実施において、無償資金協力による緊急リハビリプロジェクトも

含めた事業実施プログラムの策定を行っておくことは、即効性のある協力として有効であ

る。

3） 同市の上下水道施設の整備は、大きく以下の５サブ・プロジェクトに分けられ、緊急性が

高いサブ・プロジェクトに対する無償資金協力（案）として以下が考えられる。

①水道水源の開発（地下水）

②浄水場の全面改修またはリハビリ

③水道管路網の拡張・リハビリ

④下水処理場の新設

⑤下水管路網（含むポンプ場）の拡張・リハビリ
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上水道緊急リハビリ・プロジェクト（案）

リハビリ施設 内　容 備　考コンポーネント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．浄水場設備整備 ・凝集設備 1999年に取水施設改修と
　　リハビリ ・ろ過槽の洗浄水処理 ろ過装置の小規模改修済み

・塩素殺菌　　　　　　　　
・フッ素・軟水化装置　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．管路網リハビリ ・浄水場～給水区管路 管路網リハビリ費用：150万ドル
　（9.5km×２ライン） （先方機関の提示額）

　　　　　　　　　　 ・給水区内管路23km　　　　                       　

下水道緊急リハビリ・プロジェクト（案）

リハビリ施設 内　容 備　考コンポーネント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．ポンプ場の ・既設43か所のうち リハビリ費用：1,200万ドル
　　リハビリ 　17ステーション （先方機関の提示額）　 　　

２．送水管路網の ・全体232kmのうち　　　
　　リハビリ 　ポンプ圧送区間65km　　　　　　　　　　　　  　　　

 注）浄水場の全面改築及び下水処理場の建設は、事業費が大きく無償資金協力の対象から除いた。

　　上水道網及び下水道網の拡張は、既存管路網リハビリに比べ緊急性が小さいことから除いた。

５－６　開発調査「東カザフスタン州鉱山・非金属汚染地域環境管理計画」

（1）要請案件名（英文）：Environmental Management Plan Mining and Non-Ferrous Metallurgical

Industries areas in East-Kazakhstan Oblast

（2）要請の概要

1） 調査概要：東カザフスタン州における鉱業・非鉄金属工業に起因した環境問題の解決を

図る環境管理計画のＭ／Ｐの策定、Ｍ／Ｐに基づく環境対策案・実施計画の

策定と優先プロジェクトのプレＦ／Ｓの実施

2） 要請機関：天然資源・環境保護省

3） 実施機関：東カザフスタン州

4） 裨益人口： 46 万人

5） 計画目標：東カザフスタン州は、銅、亜鉛、鉛等の非鉄金属資源が豊富であり、同州の

鉱業と非鉄金属業は同国ＧＤＰの2.6％を占める先進工業開発地域のひとつで

ある。しかし、膨大な鉱業廃棄物は、大気・水・土壌の汚染源となり、地域

住民の健康障害（疾病率第２位）を引き起こしている。このような環境悪化
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から、州政府は環境管理計画に策定に取り組む必要があるものの人材・資金

面から計画策定が難しいのが実態である。

このような事情にかんがみ、以下の計画の策定及び技術移転を行う。

①東カザフスタン州における鉱業・非鉄金属業に起因した環境問題の解決を

図るための環境管理計画（Ｍ／Ｐ）

②Ｍ／Ｐに基づく環境対策案及び実施計画

③カウンターパートとの共同作業を通じた環境管理ツールの技術移転

④確実かつ実践的な環境モニタリング技術の移転

6） 調査内容：

①フェーズⅠ：現況把握

②フェーズⅡ：収集データ分析と補足調査

プロジェクト・サイクル・マネージメント（ＰＣＭ）利用によりプロジェクト・フォー

メーション、環境モニタリング、鉱物排出物の化学分析、鉱物輩出物中の有益な金属の

再生利用技術の検討、環境モニタリングとデータ管理に関する技術訓練、衛生写真及び

リモートセンシング・データ、環境ＧＩＳによる環境汚染マップの設計

③フェーズⅢ：マスタープラン策定

・鉱業・非鉄金属鉱業の環境インパクト・アセス

・環境基本政策

・短・中・長期環境目標の設定及び目標達成戦略の策定

・プライオリティー・プロジェクトの選定

・制度・人材資源開発計画の策定

・Ｍ／Ｐ実施計画の事業費算出

・Ｍ／Ｐ実施計画の財務分析

④フェーズⅣ：Ｍ／Ｐの総合評価と優先プロジェクトのプレＦ／Ｓ

（3）要請背景等に関する主な確認

1） 本要請についての東カザフスタン州の意向等

ウスチカメノゴルスク市及び隣接地域では、大気汚染、地下水汚染と飲料水水質汚濁、鉱山

屑（鉱さい）及び鉱山廃液処理の環境問題がある。環境対策に対する全体の見通し・計画は

既にあるので、日本からの協力はＭ／Ｐ策定及びプレＦ／Ｓ実施にとどまらず、早急な事業

化での資金協力も得たいとの意向である。

技術協力については、鉱さいからの有効資源回収、鉱山廃液から発生した汚泥処理の技術ア

ドバイス（専門家派遣）を受けたい。



－ 57 －

2） 本案件に関連するドイツ政府の援助動向

ドイツ政府は、世界銀行プログラム「Management system on eco-resources use」のフレーム

のなかで「The remediation of underground water contaminated by metallurgical and industrial

waste in the Ust-Kamenogorsk area」（グラント 30 万ドイツマルク）を 2000 年３月から 2001

年３月までの期間で実施中である。調査の目的は、ウスチカメノゴルスク市域及びその周辺

での金属鉱工業によって汚染された地下水の汚染軽減対策の立案・提言である。現在は現状

分析が終わった段階にある。

3） 本案件に関連するフランス政府の援助動向

フランス政府は、1999 年から 2000 年実施した「Action Programme for Improvement of Water

Quality in the Irtysh River Basin」において、ウスチカメノゴルスクほか２市の下水システム

整備、イルティッシュ川水文・水質モニタリング整備・河川情報システム整備、関連組織・

法整備に係るサブ・プログラムを提言した。このアクションプログラム基づき、イルティッ

シュ川水文・水質モニタリング整備、河川情報システム整備の調査実施（Transboundary

Water Resources Management in the Irtysh River Basin）が予定されている。

（4）本要請案件に関する協力の可能性などの総合評価

1） 天然資源・環境保護省の実施担当部門が本件要請内容について熟知しておらず、本件調

査の意義は資源大国である同国の鉱工業地域の典型的な公害系環境管理モデルの確立・実践

にあるだけに、省レベルでの要請案件の成熟度の低さは懸案点である。また、東カザフスタ

ン州実務機関は、顕在化している当地の環境問題の具体的な解決につながる協力をより望ん

でおり、この点からも当初要請内容での開発調査（Ｍ／Ｐ）の実施には慎重な検討が必要で

ある。

2） ウスチカメノゴルスク市域では、既にドイツ政府援助により地下水汚染関連の環境案件

が実施中にあり、本開発調査内容の主要コンポーネントである水環境と重複していることか

ら、要請内容の見直しが必要である。

3） 東カザフスタン州鉱工業地域における環境改善では、根本的な対策として汚染源対策が

優先されるべき事業である。州関係機関との協議において、副知事や環境保護局幹部より

「鉱さいからの有効資源回収」の技術協力の期待が表明されており、「同資源回収システム」

と水質汚染源となっている「鉱さい処理・鉱山廃液処理システム」からなる総合計画の策定

に係る技術協力も１つの例となる。
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５－７　無償資金協力「グジルオルダ州農村部水供給整備計画」

（1）案件形成の背景

　本案件は、天然資源・環境保護省“Kyzylorda Joint Construction Management ARAL”が、プ

ロジェクト形成調査団のグジルオルダ市域の現地調査時に、州内中央部の農村地域で給水整備

を最も急ぐ村として無償資金協力の要望を調査団に伝えてきた。これを受け、調査団は無償資

金協力事業としてカルマンスキー地区ジョサリ村給水施設の緊急改善プロジェクトを構想した

ものである。

（2）案件の概要

　グジルオルダ州中部に位置するジョサリ村（人口約２万人）は、現在、極端に低位な給水量

（14 l／人・日）の水準にあり、その解消及び既設村落水道網を利用できない３／４の村民への

衛生的な飲料水の供給を目的とするプロジェクトである。主な給水施設整備の内容は、井戸改

修・建設、導水管路の延長、貯水槽の増設、村内給水管路・共同水栓の敷設とする。

（3）実施機関

　主管庁として天然資源・環境保護省、実施機関として水資源委委員会“Kyzylorda Joint

Construction Management ARAL”が適切と考えられる。

（4）給水現況

　ジョサリ村は州都グジルオルダ市から北西約150kmに位置する農村で人口約２万人を有し、

カルマンスキー郡（人口４万 6,000 人、面積２万 1,000km2）の郡都である。

　同村の給水は、村民の26％が地下水（３井）を水源とする給水網による共同水栓方式にて給

水を受け、74％の村民は水道水の利用ができず給水車による配水（25日に１度）により自宅の

水槽に貯水し利用している状況である。村の１人当たりの日平均給水量は 14.2 lと少ないう

え、既設浅井戸の水質は悪く内臓疾患の原因となり、夏期には各戸水槽に長期間貯水した水が

腐るなど極めて不衛生な飲用を強いられている。

　現在供用されている３井のうち、深井戸（深さ 380ｍ）の水質は良好であるものの枯渇の心

配があり、また２本の浅井戸（深さ 39 ｍと 49 ｍ）には水質問題（濁度、窒素分等）がある。

また、村内の既設送水管網 49.5km の老朽化も進んでいる。

（5）カザフスタン側の給水施設整備計画

　州内地方給水の実務機関である Kyzylorda Joint Construction Management ARAL は、“Group

water pipe line system： 広域型給水システム”のひとつグジルオルダ右岸Group water pipe line
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systemによるジョサリ村給水の当初計画を有していた。しかし、右岸パイプラインの延長は大

きなコストを必要とすることから、既設のグジルオルダ左岸Group water pipe line system を利

用し同村の給水改善を図る計画への見直しを行った。（図５－１参照）

　この改定計画の概要は以下のとおりである。

1） 給水人口：約２万人

2） 総給水量：6,000 ｍ 3 ／日

3） 給水システム構成：

システム構成 計画規模 費用（1,000テンゲ）　

ａ．深井戸 ・既設井戸の回復（２井） 2,138
・新設井戸（２井×380ｍ）  10,000
・水中ポンプ（４井） 600

ｂ．導水ポンプ場 ・建屋、ポンプ設置等 5,000

ｃ．導水管路 ・管路延長 8,200ｍ 22,027

ｄ．貯水槽他 ・250ｍ3×２の増設 52,000

ｅ．村内給水網 ・管路網 51,000ｍ 4,760
・給水栓 140か所 2,380

事業費合計  46,905（約33万ドル）

注）事業費単価はカザフスタン側提示資料による。１ドル＝142テンゲ

（6）給水整備のニーズと無償資金協力の意義

1） 農村給水については、グジルオルダ州またアクモラ州の農村地域の現地視察を通じ、旧

ソ連邦時代から進めてきた広域型の給水システムであるGroup water pipe line systemが予算

制約から進まないうえ既存施設の老朽化とあいまって絶対的な水量の不足、水質の悪化によ

る健康問題等が、全カザフスタンの農村地域に共通する大きな問題であることが明らかに

なった。

2）グジルオルダ州農村部の郡都で人口２万人を有するジョサリ村の給水は、Group water pipe

line system給水区としての事業がなされておらず、依然、村民の３／４が月２回にも満たな

い給水車による配水に依存した不安定な給水事情にあり、１世帯当たりの日給水量が60 lと

極めて低位にある。同様の問題は全国的に生じているものの、グジルオルダ州は、南カザフ

スタン、西カザフスタン、アティラウ、アルマティの州とともに飲料水基準を満たしていな

い飲料水の割合が50％を越える州となっている（衛生防疫センター副主任報告）。かつ1980

年代後半で基準を満たしていない割合が20％を切っていたことを勘案すると早急な整備が必

要な代表的地域である。
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3） グジルオルダ州農村部の給水セクターでの他ドナー援助は、同州西部のアラル海周辺が

中心となっており、中部また南部においてはフランス政府のグジルオルダ市小規模浄水プラ

ント供与の協力以外は実績がない。１地方の給水改善ではあるが、住民の健康問題に直結し

た深刻な課題への取り組みであり、ＢＨＮの視点から無償資金協力の意義は大きい。

（7）協力内容の概定に必要な今後の確認事項

1） 井戸の計画生産水量は、6,000 ｍ 3 ／日（計画給水量 300 l／人・日に相当）と同国の農村

部計画給水水準を大幅に上回っていることから、見直し・確認が必要である。

2） 放置されたままの既設２井はリハビリによる機能回復が適切であるか、新設とすべきか

の見通しをもつ必要がある。

3） 貯水槽また高架水槽の必要性や規模についての予備的な把握が必要である。

4） 事業費（約 33 万ドル）はカザフスタンの工事実績による推算額であり、無償資金協力の

事業費としては極めて安価すぎることから、概算事業費の把握が必要である。

５－８　草の根無償資金協力「アラル海沿岸アラリスク地区小村水供給整備支援計画」

（1）案件形成の背景

　アラル海沿岸に位置するアラリスク地区（Rayon）カラテリン村の給水整備は、当初の「平

成13年度カザフスタン国農村地域給水整備計画（無償）」として要請された対象村落（５州10

村落）のひとつである。同村は、現在、ＵＮＤＰによる「Remote Village Development Project

in Kyzylorda Oblast」の 10 村落パイロットプロジェクトの対象村落でもある。

　本案件は、プロジェクト形成調査団のグジルオルダ市域の現地調査時に、天然資源・環境保

護省 Kyzylorda Joint Construction Management ARAL 及び同村給水パイロットプロジェクを遂

行しているＵＮＤＰ現地担当者とアラル基金（ＩＦＡＳ）から、本プロジェクト推進に対して

の協力要請を受けたものである。調査団は、小額資金をもっての協力が可能と見られたことか

ら、草の根無償として協力内容を構想した。

（2）案件の概要

　ＵＮＤＰがアラル海沿岸部で進める給水パイロットプロジェクトの対象小村のひとつである

カラテレン村（人口 2,100 人）の給水パイロットプロジェクトへの草の根無償。協力内容は、

パイロットプロジェクトの給水施設の一部である取水ポンプ・浄水装置の設置とする。

（3）実施機関

　主管庁として天然資源・環境保護省水資源委員会、実施機関としてグジルオルダ州が適切と
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考えられる。

（4）カラテリン村給水パイロットプロジェクト

　本パイロットプロジェクトは、現在、詳細設計を終え導水管路の建設に着手し、2001年９月

の竣工を予定している。しかしながら、建設資金については導水管路と村内給水網の建設予算

は確保されているものの、取水小規模ポンプ及び浄化装置の設置資金手当の確保がなされてい

ない。

　パイロットプロジェクトの計画概要及び資金ソース等は以下のとおりである。位置は

図５－２を参照。

1） 給水人口：約 2,100 人

2） 総給水量：20 ｍ 3 ／日

3） 建設事業期間：2000 年から 2001 年９月

4） 給水システムと資金ソース：

設　備 計画諸元 資金ソース

ａ．取水施設 シルダリア川からのポンプ ＵＮＤＰ予算を検討中
取水　　　　　           　　　  　　　　　　　　　　　　　

ｂ．浄水設備 処理能力20～ 25ｍ3／日 日本の協力を期待
　　建屋等 建屋・非常用発電機 （28,000ドル：ＵＮＤＰ試算）

ｃ．導水管路、 管路延長 22km ＩＦＡＳ（21,600ドル）
　　高架水槽他

ｄ．村内給水網 管路網、給水水栓または ＵＮＤＰ（20,000ドル）
タンク設置　　　　　　　　

（5）給水整備のニーズと草の根無償資金協力の意義

1） 小規模な無償資金協力（草の根無償を想定）であるが、今回のプロジェクト形成調査を

通じカザフスタン側が求める具体的かつ迅速な支援に応える要素を持つものであり、かつ、

国際機関ＵＮＤＰとの連携の意義も有する。

2） ＵＮＤＰによる水利組合の結成・育成またＵＮＤＰとアラル基金による導水・給水網整

備資金の準備などから、プロジェクト遂行の確実性、援助効果の持続性の確保などの要件が

整っている。

（6）協力内容の概定に必要な今後の確認事項

1） シルダリア川水質データに基づく所要浄化能力（装置仕様）の把握。
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2） 概算事業費の把握。

3） 浄化装置の維持管理費用の利用者負担能力の確認。
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５－９　水質管理分野における協力案

　カザフスタンの水質管理分野での協力として、個別専門家派遣が考えられる。協力案の内容を

以下に記す。

（1）協力の目的と期待する成果

　短期専門家の数次派遣により、カザフスタンの表流水の環境一般項目のモニタリング技術を

向上し、水質環境保全の強化に資することを目的とする。

　技術移転の結果、河川を主とした水質をＧＩＳ情報と関連づけて把握整理するシステムを構

築し、地域的・季節的・経年的な水質特性の解析技術を高め、水質環境改善の方向性をより具

体化し得る。また、水質分析精度の向上とデータベースの整備により、水質管理の客観性が高

まるとともに関係機関の適切な管理業務の合理化が図れる。ひいては国際機関等からの環境保

全に関する協力を受けやすくなる環境が整う。

（2）配属機関、活動場所など

　2000年８月に行った短期専門家派遣では、天然資源・環境保護省環境保全委員会下にあるカ

ズギドロメットに派遣し、同組織の水質モニタリング指導についてイルティッシュ川を主対象

に行った。現在、イルティッシュ川はフランス政府が水質改善に関するプロジェクト協力を進

めている。本協力では、カズギドロメットの中央センター（アルマティ）への技術移転に重点

をおき、アルマティ近傍河川を対象とした活動とする。

（3）活動内容

①水質モニタリング計画に関する専門家派遣（１か月）

- 既存モニタリングシステムのレビュー

- ＧＩＳ利用によるモニタリング地点の選定及び調査頻度の検討

- 年間モニタリング計画の策定

②水質分析及び精度管理に関する専門家派遣（２か月）

- 現行の採水方法及び分析方法のレビュー

- 既存ラボラトリー管理のレビュー

- 現行の水質分析及び精度管理の問題分析

- 水質分析及び精度管理計画の策定

- モニタリングデータの精度保持計画の策定

③データ解析及び評価に関する専門家派遣（１か月）

- 現行モニタリングデータ解析方法のレビュー
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- モニタリングデータベース開発計画の策定

- データの統計解析計画の策定

５－ 10　生物多様性保全分野における協力案

　カザフスタンの生物多様性保全に関する協力として以下の支援が考えられるが、大規模な投入

は困難であるところ、短期専門家等の派遣を通じて更に協力範囲の絞り込みを行う必要がある。

（1）専門家の短期数次派遣

　１回２～３週間の期間で専門家を派遣し、カザフスタン側の生物多様性保全の担当者との意

見交換・協議、技術指導、適正技術の確認、次回の専門家への提言、ＵＮＤＰ／ＧＥＦのプロ

グラム・サイトにおけるワークショップなどを通じた技術移転を行う。

（2）生物多様性保全の国家戦略及び行動計画作成における支援

　開発管理計画で述べたように、標記についてのフェーズ Ⅰとしての作成は完了した。しか

し、行動計画の内容がフィージビリティにおいて問題があり、政府の予算がつかず、また、ド

ナーからも良い反応が得られなかった。そこで、現在、フェーズ Ⅰの見直し作業をしていると

ころであり、専門家の派遣時期が間にあえば見直しに参画し、日本の同様の国家戦略及び行動

計画の経験をもって貢献することができる。また、同見直し作業に参画することにより、今後

のカザフスタンへの生物多様性分野での支援がより長期的展望に立って行うことが可能にな

る。

（3）生物多様性の関連法整備支援

　カザフスタンにおいては生物多様性関連の法律、規則、条例、及びほかの環境関係の国際条

約がそれぞれ複雑に絡み合っており、生物多用性保全及びその資源の調和のとれた使用につい

ての条約がほかの法律、規則ゆえに十分に機能しないとの批判がある。そこで、我が国におけ

る生物多様性条約の運営と他の法律などとの兼ね合いを整理し、説明することによりカザフス

タンの法整備に資することができる。

（4）人の経済活動とのバランスのとれた保護活動支援

　自然保全のための生息・生育地内での生物多様性保全に対する現状での最大の危機は、人の

経済活動である。主に農村部、漁村部、山岳部などの生息・生育地は農地拡大、養殖、異種の

導入、根絶やし的な狩猟によって絶滅の危機にある生物や希少種が危険にさらされている。残

念ながらこれらの地域ではほかに人が生活の糧を得る方法があまりなく、また、生物保全の重
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要さの認識度も低く、レンジャーによる活動も行き届いていないのが現状である。ここで重要

なのは、人々の生活を向上しながら生物の保全を地元の住民とともに考え推進することであ

る。日本は、例えば、インドネシアに生物多様性センターを設け、バランスに重点をおいた生

物多様性保全のための国際協力に経験があるので、この分野での経験を伝授することが期待で

きる。

（5）自然保護活動の近代的機材による支援

　カザフスタンの財政状況から自然保護活動での近代的機材導入が遅れている。例えば、レン

ジャー同士のコミュニケーションのための機材は不十分であり、また、本部との連絡も遠隔地

ゆえに旧態の通信設備は活動の障害となっている。さらに、観察結果などを整理するための

データベースやＧＩＳ用のコンピューター及びモニタリング機材が不足している。したがっ

て、機材供与の支援が望まれる。

（6）エコツーリズム支援

　自然保護区を案内するツアーもいくつかあるが、組織だったものではなく、また、環境教育

の視点からみてもエコツアーとは程遠く、実際のところ自然破壊を引き起こしている事例は少

なくはない。例えば、草木を採取したり、安易に踏みつけたり、ゴミを捨てたり、トイレをし

たり、昆虫採取したりなどである。エコツーリズムの基本から認知してもらう必要があり、ま

た、特別自然公園内への立ち入りについてもエコツーリズムの視点からの基準見直しが必要と

思料する。

（7）環境教育支援

　ビジュアルな教育方法により、環境教育の普及が望まれており、日本人自らが乗り込んで

ワークショップに参加することも可能と思われる。具体的には、協同でＵＮＤＰ／ＧＥＦのプ

ロジェクトサイトで環境教育を行うことが考えられる。また、全国規模での環境教育普及に

キャビア・キャンペーン（例えば、カザフスタンの重要な輸出資源であるキャビアの保護活動

を経済資源の開発及び生物多様性の視点から推進する）のようなものを導入する。

（8）生物種の目録作り支援及び遺伝子工学への利用の可能性支援

　既にいくらかの目録作りは進んでおり、電子出版まで行っているのもある（米系石油会社

Chevronの支援により）。しかし、最新のデータやまだ見つかっていない希少種などが十分整理

されておらず、日本における整理の仕方やデータ収集方法の伝授による同分野への日本の支援

が期待される。また、バイオテクノロジーの分野では希少種や有益種の保存及び利用の可能性
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があり、日本のハイテク技術が生かされる分野と思われる。

（9）カウンターパート研修

　富士山の麓にある日本生物多様性センターにおける活動を視察してもらい、日本国内だけで

なく海外での同分野への日本の国際協力の理解を高め、今後のカザフスタンと日本の協力をよ

り一層深化させ発展したものとなることが期待できる。
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